
漠
上
の
高
適
（
上
）

川

口

喜

治

 
盛
唐
の
辺
塞
詩
人
と
し
て
著
名
な
高
適
は
、
天
宝
玉
載
（
七
四
九
）
に
唯
上
郡

（
目
撃
州
。
治
所
は
宋
城
県
、
現
在
の
河
南
省
商
丘
市
）
の
太
守
・
張
九
皐
の
推

薦
に
よ
っ
て
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
歩
留
郡
（
“
沐
州
）
封
丘
県
（
河
南
省
封
丘

県
）
尉
の
職
に
就
く
ま
で
の
約
五
十
年
間
、
布
衣
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
布
衣
の
期
間
、
高
適
は
、
長
安
・
洛
陽
、
燕
・
趙
、
魯
、
楚
な
ど
の
地

方
へ
の
旅
遊
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
そ
の
多
く
を
、
宋
州
宋
城
県
に
居
を
構
え
て
そ

こ
を
活
動
の
拠
点
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
。
た
だ
途
中
、
わ
ず
か
な
期
間
で
は
あ

る
が
、
そ
の
居
を
漠
水
の
ほ
と
り
の
別
業
に
移
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
白
上
の

別
業
に
お
け
る
高
曇
の
詩
作
や
生
活
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
年
譜
等
で
わ
ず
か
に

ふ
れ
ら
れ
る
だ
け
で
専
論
が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で

は
、
高
適
の
文
学
と
伝
記
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
潮
上
の
別
業
に
お
け
る
生
活

の
時
期
に
焦
点
を
あ
て
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
本
稿
上
篇
で
は
、
先
行
諸

説
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
漠
上
寓
居
に
関
わ
る
伝
記
的
考
証
を
お
こ
な
う
。

（一

j

 
は
じ
め
に
、
高
適
の
聖
上
の
別
業
の
位
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
別

業
の
近
く
を
流
れ
る
導
水
は
、
山
西
省
陵
川
県
あ
た
り
を
源
に
東
流
し
、
河
南
省

鶴
壁
市
の
南
方
で
南
に
向
か
い
、
当
時
の
永
済
渠
と
い
う
運
河
と
交
差
し
て
当
時

の
黄
河
に
入
っ
て
い
た
比
較
的
短
い
河
川
で
あ
り
、
地
図
で
見
る
限
り
、
黄
河
の

流
れ
が
南
に
下
が
り
そ
れ
と
合
流
し
て
い
な
い
点
を
除
け
ば
、
現
在
も
そ
の
流
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

を
ほ
と
ん
ど
変
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
さ
て
、
別
業
の
位
置
で
あ
る
が
、
吊
上
寓
居
期
の
作
品
か
ら
、
そ
れ
を
知
る
手

が
か
り
に
な
る
作
品
を
挙
げ
て
み
る
と
、
ま
ず
「
漠
上
別
業
」
（
五
七
頁
）
に
は
、

「
依
依
西
山
下
、
別
業
桑
墨
守
。
庭
早
言
多
雨
、
隣
難
知
天
馬
。
野
人
種
秋
闘
、

古
老
開
原
田
。
且
向
世
情
遠
、
弁
証
柳
自
然
。
（
依
依
た
り
 
西
山
の
下
、
別
業
 
七

二
の
邊
。
庭
鴨
多
雨
を
喜
び
、
隣
難
天
の
青
る
る
を
知
る
。
野
人
秋
菜
を

種
え
、
古
老
 
原
田
を
開
く
。
博
く
世
情
と
遠
ざ
か
り
、
吾
 
今
期
か
自
然
た

ら
ん
。
）
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
酬
衛
八
雪
中
見
寄
」
（
五
九
頁
）
の
前
半
に
は
、
「
季

冬
憶
聖
上
、
落
日
蹄
山
影
。
弊
宅
帯
流
水
、
平
田
臨
古
村
。
（
季
冬
 
漠
上
を
憶

い
、
落
日
 
山
奨
に
蹄
る
。
昼
食
 
流
水
を
帯
び
、
平
田
 
古
村
に
臨
む
。
）
」
と

あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
高
台
の
別
業
は
、
漠
水
（
1
1
「
流
水
」
）

に
臨
み
、
「
西
山
」
の
「
山
下
」
（
山
の
ふ
も
と
）
に
あ
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
は
田

野
と
「
桑
名
」
と
が
広
が
っ
て
い
る
の
が
見
渡
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
後

者
の
「
流
水
」
を
漠
水
と
判
断
す
る
の
は
、
第
一
句
目
に
「
漠
上
」
と
あ
る
こ
と

と
、
前
者
の
詩
題
が
「
漠
上
別
業
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ち
な
み
に
後
者
の
「
奮

宅
」
に
つ
い
て
は
、
衛
八
の
そ
れ
を
指
す
と
の
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
詩
の
後
半

を
待
た
ず
と
も
明
ら
か
に
高
適
の
住
居
で
あ
る
。
ま
た
衛
八
は
、
杜
甫
の
「
贈
衛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

弓
庭
士
」
で
有
名
な
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

 
次
に
も
う
少
し
具
体
的
な
別
業
の
位
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の

二
作
品
が
手
が
か
り
と
な
る
。
ま
ず
「
漠
付
送
章
司
倉
京
紅
毫
」
（
五
八
頁
）
の
後
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半
に
は
、
「
子
壷
門
外
見
、
墨
水
眼
前
流
。
君
去
鷹
露
呈
、
風
波
満
田
頭
。
（
滑
壷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ぐ

 
門
外
に
見
え
、
上
水
 
眼
前
に
流
る
。
君
去
り
て
鷹
に
首
を
回
ら
す
べ
し
、
風

波
 
渡
頭
に
満
つ
。
）
」
と
あ
る
。
「
肥
壷
」
は
、
黄
河
を
爽
ん
で
志
州
の
対
岸
に
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
滑
州
の
治
民
・
白
馬
県
（
河
南
省
滑
県
付
近
）
の
州
城
。
こ
の
詩
が
、
章
司
倉

な
る
人
物
に
自
ら
の
就
職
の
取
り
な
し
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

引
用
の
前
半
二
句
は
、
章
司
倉
と
の
距
離
の
近
さ
を
強
調
す
る
修
辞
的
表
現
で
あ

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
い
ま
そ
れ
を
差
し
引
く
と
し
て
も
、
高
松
の
別
業
の
「
門

外
」
か
ら
滑
台
（
白
馬
県
）
は
、
黄
河
を
遊
ん
で
比
較
的
近
い
距
離
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
鰻
登
幕
府
」
（
五
九
頁
）
の
冒
頭
と
末
尾
に
は
、
「
朝
臨
漠

水
受
、
還
望
衛
人
邑
。
別
意
在
山
鼠
、
征
途
背
原
陥
。
…
…
固
鷹
不
遠
別
、
所
言

路
未
必
。
欲
富
川
上
裳
、
相
思
空
停
立
。
（
朝
に
落
水
の
岸
に
臨
み
、
還
た
訴
人
の

邑
を
望
む
。
別
意
 
山
阿
に
在
り
、
征
途
 
原
隈
に
背
く
。
…
…
固
よ
り
鷹
に
遠

 
 
 
 
 
 
 
 
く
み

別
な
ら
ざ
る
べ
し
、
越
す
る
と
こ
ろ
 
路
 
未
だ
及
ば
ず
。
川
上
の
舟
を
濟
さ
ん

と
欲
し
、
相
思
い
て
空
し
く
停
立
す
。
）
」
と
あ
る
。
本
稿
の
底
本
と
し
た
孫
氏
『
校

注
』
（
注
（
2
）
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
漠
上
の
別
業
か
ら
出
遊
す
る
と
き
の
作
品
で
あ

る
。
「
衛
人
の
邑
」
は
、
煙
水
の
東
岸
に
位
置
す
る
衛
生
衛
県
（
河
南
省
漠
県
東
）

の
県
城
で
、
漠
県
は
も
と
春
秋
衛
国
の
市
朝
歌
の
地
に
あ
た
る
。
「
山
阿
」
「
原
隠
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
別
業
の
あ
る
山
の
ふ
も
と
と
そ
れ
を
と
り

亥
く
日
寧
・
養
木
レ
と
旨
す
D
ぐ
ら
ろ
う
。
「
垂
♪
守
「
ま
、
藷
商
雰
「
各
一
へ
身
コ
余
ラ

t
（
 
（
 
r
［
F
葺
 
 
「
タ
フ
⊥
イ
ン
ー
↓
そ
」
｝
 
‘
 
り
 
 
」
‘
 
 
'
 
．
 
 
 
「
暉
ノ
'
月
」
 
 
尋
 
 
 
コ
「
、
ユ
 
ッ
の
 
一
［
正
」
 
 
！
乍
；
、
．
工
、

を
未
だ
同
じ
く
で
き
な
い
人
物
で
、
お
そ
ら
く
皆
人
の
尉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）

る
。
こ
こ
か
ら
、
別
業
は
、
衛
県
県
城
の
付
近
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
こ
こ
で
念
の
た
め
に
、
衛
州
の
衛
県
と
衛
州
の
治
所
汲
県
（
河
南
省
誓
言
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
は
、
別
の
地
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

 
以
上
の
諸
作
品
か
ら
、
高
寄
の
別
業
は
、
滑
台
を
黄
河
の
対
岸
に
の
ぞ
む
三
州

衛
県
議
城
の
付
近
で
、
鑓
水
に
臨
み
、
田
野
や
桑
林
が
見
渡
せ
る
山
の
ふ
も
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
な
お
、
前
掲
「
叙
上
別
業
」
の
「
西
山
」
に
つ
い
て
、
彰
蘭
氏
は
、
衛
県
の
西

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
に
あ
る
蘇
門
山
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
第
一
句
は
「
西
の
山
の

ふ
も
と
を
離
れ
が
た
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
西
山
」
は
「
人
々
が
西
の
山
と

普
段
呼
ん
で
い
る
山
」
と
い
う
風
に
固
有
名
詞
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
る
と
「
西

山
」
は
、
こ
こ
で
は
ど
こ
か
拠
点
と
な
る
都
市
か
ら
の
西
の
山
と
い
う
意
味
に
な

る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
漠
水
流
域
の
比
較
的
大
き
な
都
市
は
薫
習
だ
け
で
あ
っ
た

の
で
、
一
見
、
こ
の
推
定
は
妥
当
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

の
推
定
は
、
彰
氏
は
資
料
と
し
て
は
提
示
し
て
い
な
い
が
、
『
元
和
郡
凌
乱
志
』
（
巻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 

十
六
）
河
北
道
一
・
衛
州
・
衛
縣
の
「
蘇
門
山
、
在
縣
西
北
十
一
里
（
約
六
㎞
）
。

孫
登
所
隠
、
院
籍
・
替
康
所
造
甲
乙
。
」
と
い
う
記
事
に
拠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

り
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
薄
志
』
の
記
述
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
す
ぐ

に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
宋
初
の
『
太
平
羅
宇
記
』
（
巻

五
六
）
河
北
道
五
・
衛
州
・
衛
縣
に
は
「
蘇
門
山
在
縣
西
八
十
一
里
（
約
四
四

㎞
）
。
一
日
蘇
嶺
。
俗
名
五
巌
山
。
華
氏
春
秋
云
、
院
籍
見
孫
町
長
囎
、
有
誓
言
集

登
単
解
鎖
壌
。
故
號
登
爲
埋
門
先
生
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
蘇
門
山

は
、
唐
尺
の
衛
州
共
城
県
（
河
南
省
輝
県
）
の
北
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
り
、
『
寝

入
』
の
記
述
か
ら
大
き
く
ず
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
今
便
宜
的
に
『
古
今
圖
書
集

成
』
方
輿
彙
編
山
川
典
（
巻
五
三
）
蘇
門
山
部
に
引
か
れ
る
文
献
を
見
る
に
、
『
新

言
書
』
（
巻
三
九
）
地
理
志
三
・
河
北
道
・
衛
州
汲
郡
・
衛
の
注
文
の
「
有
蘇
門
山
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

を
手
心
ご
、
そ
D
立
蜀
を
現
主
D
可
斬
二
軍
目
ド
D
叱
ヒ
ノ
ご
ム
る
。
美
セ
『
戸
瑠

、
，
β
し
一
 
，
（
イ
r
三
ロ
）
王
層
イ
（
、
マ
一
「
ノ
「
渦
刀
製
（
；
、
一
り
、
，
 
芝
フ
＝
［
［

歴
史
地
図
集
』
（
注
（
1
）
参
照
）
も
同
様
の
比
定
を
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
今
こ
こ

で
各
氏
に
代
わ
る
具
体
的
な
山
名
は
提
示
で
き
な
い
が
、
「
西
山
」
1
1
「
蘇
門
山
」

と
す
る
説
に
は
従
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
別
業
の
位
置
に
つ
い
て
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
と
し
て
、
次
に
「
漠
上
別
業
」

の
「
深
林
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
ず
桑
は
も
と
よ
り
、
養
蚕
の
た

め
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
唐
代
の
養
蚕
締
綱
業
は
、
百
年
あ
ま
り

の
経
営
を
経
て
、
開
元
天
宝
年
間
に
は
、
黄
河
流
域
の
大
部
分
の
地
域
で
展
開
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
浮
州
は
、
当
代
前
後
期
に
わ
た
り
、
締
織
品
を
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税
と
し
て
納
め
る
州
で
あ
り
、
後
期
に
は
特
殊
綜
織
品
「
綾
」
を
納
め
る
よ
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
1
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
漠
上
に
生
活
経
験
の
あ
る
王
維
も
、
「
漠
上
田
園
即
事
」

（『

S
唐
詩
』
巻
一
二
六
）
の
前
半
に
、
「
幽
居
漠
水
上
、
東
野
暖
無
山
。
日
隠
桑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
る

柘
外
、
河
明
最
早
間
。
（
屏
節
す
 
漠
水
の
上
、
東
野
 
暖
か
に
山
無
し
。
日
は
桑

柘
の
外
に
隠
れ
、
河
は
閻
井
の
間
に
明
か
し
。
）
」
と
詠
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も

桑
樹
の
群
が
寺
上
の
風
景
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
日
野
開
三

郎
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
代
の
桑
樹
は
大
木
仕
立
て
で
あ
り
、
桑
畑
は
、
現
在
我
々
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）

知
る
よ
う
な
低
木
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
高
適
詩

 
 
 
 
 
 
へ

に
お
い
て
「
桑
林
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
王
維
詩
の
第
三
句
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

「
桑
柘
」
の
林
と
し
て
こ
そ
、
よ
り
明
確
に
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
日
野
氏
は
、

「
桑
樹
が
大
木
仕
立
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
窪
地
は
長
く
固
定
し
て
林
を

成
し
、
地
目
の
変
更
が
滅
多
に
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
述
べ
て
お

り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
桑
林
が
薄
暮
の
風
景
と
し
て
定
着

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
そ
し
て
高
下
の
別
業
は
、
こ
の
桑
の
栽
培
と
養
蚕
を
、
産
業
の
ひ
と
つ
と
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
日
野
氏
は
、
「
蚕
郷
で
の
荘
園
が
即
妙
を
取
り
込

ん
で
そ
の
重
要
な
資
産
と
し
て
い
た
事
例
は
乏
し
く
な
い
。
」
と
し
て
、
「
漠
上
別

業
」
を
例
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
ま
た
日
野
氏
は
「
荘
園
の
韓
土
は
こ
う
し
た
国

の
量
産
重
視
の
下
で
経
営
せ
ら
れ
、
荘
家
の
家
内
手
工
業
と
し
て
の
幸
織
に
結
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

っ
い
て
い
た
関
係
か
ら
、
桑
土
は
つ
と
め
て
荘
宅
に
近
い
所
が
選
ば
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
：
川
口
）
「
桑
果
が
商
品
と
し
て
売
買
せ
ら
れ
て

い
た
」
な
ど
の
指
摘
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
年
上
別
業
」
の
解
釈
と
興
研
の
別

業
の
産
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
甚
だ
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 
次
に
、
高
適
が
宋
州
宋
城
県
の
住
ま
い
の
ほ
か
に
、
別
業
を
営
む
だ
け
の
経
済

的
基
盤
が
有
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
確
か
に
『
曲
淵
書
』

（
巻
一
一
一
）
の
本
伝
に
は
、
張
九
皐
に
推
薦
さ
れ
る
ま
で
の
布
衣
時
代
を
記
し

て
、
「
父
從
文
、
位
終
壱
州
言
論
。
適
少
漫
言
、
不
等
生
業
。
家
貧
、
客
於
梁
宋
、

以
求
再
下
給
。
（
父
は
願
文
、
位
は
麗
麗
悔
津
に
終
わ
る
。
適
少
く
し
て
漫
落
、
生

業
を
事
と
せ
ず
。
家
貧
し
く
、
梁
宋
に
客
と
な
り
、
求
再
を
以
て
取
給
す
。
）
」
と
、

父
は
詔
州
（
治
所
曲
江
県
、
広
東
省
紹
関
市
）
と
い
う
辺
境
の
地
方
の
下
級
官
吏

で
終
わ
っ
て
お
り
、
高
適
自
身
も
貧
し
く
、
「
求
弓
」
す
な
わ
ち
有
力
者
の
援
助
を

受
け
て
生
活
を
し
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
「
求
再
」
は
宋
州
の
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
燕
・
趙
や
魯
、
楚
へ
の
「
遊
再
」
を
も
含
め
て
考
え

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
同
時
に
「
生
業
を
事
と
せ
ず
」
と
あ
る
の
は
、
「
生
業
」
つ
ま
り
中
小
地

主
と
し
て
の
土
地
経
営
を
、
彼
の
一
族
が
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
ま
た
「
家
貧
し
く
」
と
い
う
記
述
も
、
当
時
の
読
書
人
・
知
識
人
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
補
注
〕

し
て
栄
達
し
て
富
貴
を
獲
得
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
評
価
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

さ
ら
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
の
排
行
が
「
三
十
五
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

琴
量
器
氏
に
よ
れ
ば
、
上
行
は
、
又
従
兄
弟
を
含
め
た
兄
弟
の
順
序
で
あ
り
、
こ

れ
が
三
十
五
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
適
の
一
族
は
比
較
的
大
き
な
も
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
）

つ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
高
黍
は
叩
上
に
別
業
を

経
営
す
る
だ
け
の
経
済
的
基
盤
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

 
そ
し
て
い
ま
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
危
険
を
承
知
で
言
え
ば
、

高
適
の
一
族
が
、
一
族
の
な
か
に
出
た
秀
才
と
し
て
、
彼
を
科
挙
に
合
格
さ
せ
て

高
級
官
僚
と
す
る
た
め
に
、
彼
に
対
し
て
重
点
的
な
投
資
を
行
な
っ
て
い
た
と
想

像
す
る
。
高
適
が
栄
達
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
一
族
全
体
に
利

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

益
を
誘
導
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
さ
ら
に
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す

れ
ば
、
以
前
に
論
じ
て
き
た
彼
の
文
学
の
特
徴
で
あ
る
、
離
別
詩
に
お
い
て
別
れ

の
悲
哀
を
超
克
し
旅
立
つ
者
の
将
来
の
成
功
に
言
及
し
て
激
励
す
る
態
度
や
、
自

己
の
不
遇
を
述
べ
る
時
に
不
遇
感
に
沈
潜
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
そ
れ
を
超

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
9
）

克
・
抑
制
し
よ
う
と
す
る
意
志
的
な
態
度
は
、
そ
の
背
景
に
、
高
適
（
そ
し
て
彼

と
同
様
の
階
層
出
身
の
士
人
）
が
背
負
っ
て
い
た
一
族
の
期
待
に
対
す
る
責
任
感

を
想
定
で
き
、
そ
れ
が
彼
の
文
学
で
は
直
戴
に
表
現
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
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（
二
）

 
次
に
、
高
嶺
の
漠
上
寓
居
の
時
期
が
い
つ
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸

説
を
比
較
検
討
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。

 
ま
ず
、
本
節
で
参
考
に
す
る
年
譜
・
論
文
を
、
そ
の
略
称
と
と
も
に
以
下
に
掲

げ
る
。

【
年
譜
】

〈
院
V
院
廷
喩
「
高
適
年
譜
」
（
（
台
北
）
『
学
術
季
刊
』
五
-
三
、
一
九
五
七
年
。

 
 
 
の
ち
院
廷
喩
『
訂
正
再
版
高
常
侍
詩
校
注
』
（
一
九
八
○
年
、
（
台
北
）
国

 
 
 
立
編
訳
館
中
華
叢
書
塁
審
委
員
会
）
所
収
）

〈
王
V
王
豊
津
「
詩
人
高
適
生
平
聯
詩
」
（
『
文
学
遺
産
増
刊
』
八
、
一
九
六
一
年
。

 
 
 
の
ち
鍵
盤
津
『
唐
詩
月
月
』
（
一
九
八
六
年
、
上
海
裾
野
出
版
社
）
所
収
）

〈
彰
〉
彰
蘭
「
高
催
主
年
考
証
」
（
注
（
7
）
参
照
）

〈
周
V
周
鋤
初
『
高
堂
年
譜
』
（
一
九
八
○
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）

〈
諌
V
調
曲
学
「
高
適
行
年
考
」
（
調
画
学
『
唐
詩
人
行
年
考
』
（
一
九
八
一
年
、

 
 
 
四
川
人
民
出
版
社
）
所
収
）

〈
劉
〉
劉
開
揚
「
高
適
年
譜
」
（
劉
開
揚
『
高
蔵
詩
集
編
年
箋
註
』
（
一
九
八
一
年
、

 
 
 
中
華
書
誌
）
所
収
。
『
箋
註
』
の
作
品
配
列
も
〈
劉
〉
に
含
め
る
。
）

へ
系
4
系
盗
；
口
麗
霊
旧
＝
主
へ
2
4
憂
置
尺
収
。
『
北
京
大
学
学
服
（
人

 
 
 
文
科
学
）
』
一
九
六
三
-
六
（
一
九
六
三
年
）
所
載
の
も
の
の
修
訂
増
補
版
。

 
 
 
『
校
注
』
の
作
品
配
列
も
〈
孫
〉
に
含
め
る
。
）

〈
余
〉
余
正
松
「
高
適
年
表
」
（
余
正
松
『
高
寄
研
究
』
（
一
九
九
二
年
、
巴
蜀
書

 
 
 
社
）
所
収
）

【
論
文
】

〈
孫
2
V
孫
欽
善
「
高
適
年
譜
諸
疑
考
辮
」
（
『
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学

 
 
 
 
版
）
』
一
九
八
三
-
四
、
一
九
八
三
年
）

〈
陳
〉
陳
鉄
民
「
高
適
当
年
考
補
」
（
『
文
史
』
二
六
、
一
九
八
六
年
）

 
さ
て
上
記
の
研
究
の
中
で
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
高
適
の

漠
上
寓
居
時
期
を
検
討
す
る
上
で
重
要
と
な
る
の
が
、
「
漠
上
酬
醇
三
嫁
兼
寄
郭
少

府
」
（
七
一
頁
）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
比
較
的
長
い
詩
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の

全
て
を
掲
げ
る
。

1
自
從
別
京
華
、

5
北
上
登
廟
門
、

9
梯
衣
去
燕
趙
、

13

�
ﾛ
寺
滝
留
、

17
i
願
早
舞
莞
、

21

搏
ｹ
資
任
賢
、

2
5
隔
隠
彰
経
十
三
ハ
、

29
Z
翻
螢
州
縣
、

33
剞
?
k
自
流
、

37
s
然
買
山
田
、

2
爆
心
乃
薫
索
。

6
荘
荘
見
沙
漠
。

10
?
n
恨
不
樂
。

14

吭
K
屡
棲
泊
。

18
ﾖ
墨
壷
戸
塚
。

22
ﾀ
人
三
八
痩
。

26
c
横
建
悪
作
。

30
∫
?
ﾀ
言
誰
。

34

i
_
不
堪
託
。

3
8
一
身
與
耕
馨
。

 
よ

3
十
年
守
章
句
、

7
筒
剣
封
風
塵
、

11

V
長
槍
洲
路
、

15

L
眼
備
銀
子
、

19

c
情
念
軽
重
、

23
ﾌ
交
負
墨
継
、

27
ﾋ
望
墨
水
鳴
、

31
健
y
砂
貝
丘
、

35
癘
d
適
可
用
、

39
似
~
同
鵜
鶉
、

（
1
京
華
に
別
れ
て
自
流
り
、
2
我
が
心
 
乃
ち
薫
索
た
り
。
 
 
 
 
章
句

を
守
れ
ど
も
、
4
萬
事
 
空
し
く
蓼
落
た
り
。
5
北
上
 
 
 
 
 
 
 
6
荘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

 
 
沙
漠
を
見
る
。
7
剣
を
僑
び
て
風
塵
に
閉
し
、
8
慨
然
と
し
て
衛
震
を
思

う
。
9
衣
を
梯
い
て
翁
町
を
去
り
、
1
0
馬
を
騙
り
て
恨
と
し
て
些
し
ま
ず
。
1
1

天
は
長
し
 
槍
洲
の
路
。
皿
日
は
蘇
る
 
郁
江
の
郭
。
B
酒
騨
 
或
い
は
滝
留

し
、
1
4
漁
潭
 
屡
し
ば
棲
聾
す
。
1
5
猫
行
 
銀
瞼
備
わ
り
、
1
6
見
る
所
 
善
悪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
く
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
か

を
窮
わ
む
。
1
7
永
く
願
う
 
舞
莞
を
極
う
を
、
1
8
敦
ぞ
云
わ
ん
 
鼎
鐙
を
干
す

を
。
1
9
皇
情
 
淳
古
を
念
え
ど
も
、
2
0
時
俗
 
何
ぞ
浮
薄
た
る
。
2
1
道
を
理
む

 
 
 
 
 
 
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
く
 
 
す
く

る
は
賢
を
任
ず
る
に
資
り
、
2
2
人
を
安
ん
ず
る
は
漠
を
求
う
に
在
り
。
2
3
故
交

 
塞
奇
を
負
い
、
2
4
逸
氣
 
審
誇
を
抱
く
。
2
5
隠
診
た
り
経
濟
の
具
、
2
6
縦

横
た
り
 
建
安
の
作
。
2
7
才
望
 
忽
ち
先
に
鳴
き
、
2
8
風
期
 
宿
諾
無
し
。
2
9

瓢
翻
と
し
て
州
縣
に
螢
し
、
3
0
這
遽
と
し
て
言
誰
限
ら
る
。
3
1
東
に
馳
せ
て
貝

 
 
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た
づ
ら

丘
を
砂
、
3
2
西
に
顧
み
て
三
略
に
彌
ぶ
。
3
3
宮
漏
 
三
歳
に
流
れ
、
3
4
浮
雲
 
託

4
萬
事
空
鄭
重
。

8
慨
然
思
衛
窪
。

12

喆
骭
S
郵
郭
。

16

褐
ｩ
窮
善
悪
。

20

梍
沫
封
t
磨
B

24
尞
o
抱
審
謬
。

28
頼
坙
ｳ
宿
諾
。

32
ｼ
顧
露
虫
略
。

36
V
路
量
子
廓
。

40
＃
¥
志
鴻
鶴
。

 
 
 
3
十
年

葡
門
に
登
り
、
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上の高適（上）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ

 
す
る
に
堪
え
ず
。
3
5
吾
が
謀
 
適
に
用
い
ら
る
可
け
れ
ば
、
3
6
天
路
 
宣
に
蓼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ず
か

 
廓
た
ら
ん
や
。
3
7
然
ら
ざ
れ
ば
山
田
を
買
い
、
3
8
一
身
 
耕
墾
に
與
ら
ん
。
3
9

 
且
つ
鵤
鶉
と
同
じ
か
ら
ん
と
欲
す
、
4
0
焉
く
ん
ぞ
能
く
鴻
鶴
を
志
さ
ん
や
。
）

こ
の
作
品
が
漢
上
寓
居
時
期
の
系
年
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
前
半
十
八
句

目
あ
た
り
ま
で
に
嵩
上
寓
居
以
前
の
経
歴
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
の
ち
に
触

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
詩
が
贈
ら
れ
た
相
手
の
「
醇
三
檬
」
の
伝
記
の
検
討

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

か
ら
雲
上
寓
居
の
開
始
時
期
を
定
め
う
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
さ
て
冒
頭
四
句
は
、
二
十
歳
で
長
安
に
上
る
も
志
が
遂
げ
ら
れ
ず
、
不
遇
の
ま

ま
宋
城
に
客
居
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
続
く
十
句
は
、
就
職
の
糸
口
を
求
め
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
1
）

燕
趙
の
地
を
訪
れ
、
葡
門
に
ま
で
赴
き
、
失
意
の
ま
ま
帰
途
に
就
い
た
こ
と
を
歌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
2
）

う
（
本
稿
で
は
便
宜
的
に
こ
の
旅
遊
を
第
一
次
葡
北
行
と
呼
ん
で
お
く
）
。
な
お
ち

な
み
に
1
4
「
漁
潭
」
の
句
か
ら
、
高
適
は
葡
北
か
ら
の
帰
途
の
少
な
く
と
も
一
部

に
、
豆
州
武
州
県
（
河
南
省
武
防
塁
）
か
ら
幽
翠
葡
県
（
北
京
市
）
に
通
じ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
3
）

た
運
河
（
永
済
渠
）
を
利
用
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
次
の
十
八
句
に
は
、
高

適
の
経
世
へ
の
意
志
と
「
醇
三
檬
」
「
郭
善
心
」
へ
の
賛
辞
な
ど
が
歌
わ
れ
て
お

り
、
3
3
「
漠
水
」
の
句
以
下
の
末
尾
八
二
に
は
、
経
世
の
た
め
に
才
能
を
発
揮
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
、
隠
棲
せ
ん
と
す
る
気
持
ち
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
作
品
か
ら
、
坐
臥
の
世
上
寓
居
は
第
一
次
葡
北
上
の
あ
と
で

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
末
尾
か
ら
四
句
目
の
「
買
山
田
」

の
「
山
田
」
は
、
前
節
で
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
漠
上
の
別
業
を
を
指
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
高
適
は
、
漢
上
寓
居
と
同
時
に
別
業
を
購
入
し
、
そ
の
経

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
4
）

営
を
始
め
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊

 
さ
て
、
漠
上
寓
居
は
第
一
次
葡
北
行
後
に
系
か
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
実

は
そ
の
時
期
が
年
譜
に
よ
っ
て
大
き
く
三
里
に
分
か
れ
て
お
り
、
次
に
こ
れ
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
三
無
は
、
A
説
：
漠
上
寓
居
を
開
元
年

問
に
系
号
す
る
説
、
B
説
：
開
元
末
年
か
ら
天
塚
初
年
に
系
聞
す
る
説
、
C
説
：

天
宝
年
間
に
系
嘉
す
る
説
で
あ
る
。
以
下
に
、
各
年
譜
に
お
け
る
漠
上
寓
居
時
期

と
そ
の
前
後
の
高
適
の
足
取
り
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
参
考
の
た
め
に
、
高
々
の

生
年
と
第
一
次
葡
昼
行
の
期
間
を
示
し
て
お
く
。
な
お
各
年
譜
の
記
事
は
、
論
者

が
要
約
・
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
以
下
の
諸
年
譜
中
の
「
宋
州
（
目
唯
陽
）
」

は
、
宋
城
県
を
指
す
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
◆
印
は
、
前
掲
「
下
上
酬

醇
三
檬
兼
寄
郭
少
府
」
（
以
下
「
漠
上
盤
」
詩
と
略
称
）
の
制
作
を
指
す
。
た
だ
〈
彰
〉

は
、
こ
の
作
品
を
系
黒
し
て
い
な
い
。
開
元
元
年
は
七
一
三
年
、
天
国
元
年
は
七

四
二
年
に
あ
た
る
。

【
A
説
：
開
元
年
間
に
系
年
す
る
説
】

〈
院
〉

 
景
龍
元
年
（
七
〇
七
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
十
四
年
：
長
安
・
洛
陽
を
経
て
、
避
溢
に
行
く
。
以
後
、
宋
州
に
在
り
。

 
開
元
二
五
年
：
秋
、
宋
州
よ
り
豊
門
へ
赴
く
。

 
開
元
二
六
年
：
秋
、
葡
門
に
至
る
。
冬
、
葡
北
よ
り
帰
る
。

 
開
元
二
七
年
：
歳
の
初
め
、
真
定
に
至
る
。
軍
学
・
漠
上
◆
を
経
て
、
宋
州
に

 
 
 
 
 
 
 
帰
る
。
以
後
、
宋
州
を
拠
点
に
斉
魯
や
楚
な
ど
を
手
遊
。

 
天
宝
六
載
：
長
安
に
徴
せ
ら
れ
、
上
県
県
尉
を
授
け
ら
れ
て
赴
任
。

〈
王
〉
（
こ
の
年
譜
の
記
載
は
、
か
な
り
簡
略
で
あ
る
。
）

 
通
天
元
年
（
六
九
六
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
三
年
：
長
安
に
遊
ぶ
。
失
意
の
ま
ま
、
洛
陽
に
至
り
、
梁
宋
に
行
く
。

 
開
元
十
三
年
：
こ
の
後
数
年
間
、
葡
北
に
旅
遊
し
、
ま
た
漠
上
に
寓
居
。
◆
。

 
開
元
二
三
年
：
長
安
に
徴
せ
ら
れ
、
封
丘
県
尉
を
授
け
ら
れ
て
赴
任
。

〈
孫
〉
（
〈
孫
2
＞
）

 
長
安
元
年
（
七
〇
一
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
八
年
：
長
安
に
行
く
も
、
失
意
の
ま
ま
梁
宋
に
客
罪
し
、
宋
州
に
居
を
定

 
 
 
 
 
 
め
る
。
以
後
、
宋
州
に
在
り
。
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開
元
二
〇
年
：
宋
州
よ
り
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
一
二
年
：
葡
北
よ
り
帰
り
、
（
宋
州
に
も
ど
ら
ず
そ
の
ま
ま
）
長
安
に
赴
き

 
 
 
 
 
 
 
応
試
。
落
第
。

 
開
元
二
四
年
：
秋
、
長
安
よ
り
漠
上
に
行
く
。
冬
、
漠
上
よ
り
出
遊
し
、
す
ぐ

 
 
 
 
 
 
 
に
帰
る
。
◆
（
二
四
、
二
五
年
の
い
つ
れ
か
を
明
確
に
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
な
い
）
。

 
開
元
二
五
年
：
夏
、
漠
上
か
ら
、
漠
水
よ
り
黄
河
を
渉
っ
て
出
遊
。
秋
、
漠
上

 
 
 
 
 
 
 
へ
帰
る
。

 
開
元
二
六
年
：
漠
上
よ
り
宋
州
へ
帰
る
。
以
後
、
三
州
を
拠
点
に
、
相
州
・
楚
・

 
 
 
 
 
 
 
梁
宋
・
篤
厚
な
ど
を
旅
遊
。

 
天
宝
八
載
：
雅
陽
太
守
張
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
長
安
に

 
 
 
 
 
 
至
り
、
合
格
。
封
丘
県
尉
を
授
け
ら
れ
る
。
秋
、
封
丘
県
へ
赴
任
。

〈
陳
〉
（
年
譜
で
は
な
い
の
で
、
記
事
は
省
略
す
る
。
）

【
B
説
：
開
元
末
年
か
ら
天
宝
初
年
に
系
結
す
る
説
】

〈
周
〉

 
久
視
元
年
（
七
〇
〇
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
七
年
：
初
め
て
長
安
に
遊
ぶ
。
失
意
の
ま
ま
滞
在
。

 
開
元
九
年
：
長
安
よ
り
宋
州
に
帰
る
。
以
後
、
宋
州
に
在
り
。

 
開
元
十
八
年
：
甲
州
よ
り
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
二
年
：
葡
北
よ
り
宋
州
に
帰
る
。
帰
途
、
衛
に
立
ち
寄
る
。

 
開
元
二
一
二
年
：
長
安
に
徴
せ
ら
れ
て
制
科
試
に
応
ず
る
も
、
落
第
。

 
開
元
二
六
年
：
秋
、
長
安
よ
り
宋
州
に
帰
る
。

 
開
元
二
七
年
：
秋
、
宋
州
よ
り
波
上
に
至
る
。

 
開
元
二
八
年
：
相
州
へ
赴
く
。

 
開
元
二
九
年
～
天
宝
元
年
：
単
信
に
寓
居
す
る
。
◆
は
開
元
二
九
年
の
作
。

 
天
宝
元
年
：
秋
、
漠
上
よ
り
滑
台
に
至
る
。

 
天
宝
二
年
：
滑
台
よ
り
唯
陽
に
帰
る
。
以
後
、
雅
陽
を
拠
点
に
、
梁
宋
・
楚
・

 
 
 
 
 
 
斉
魯
な
ど
を
旅
遊
。

 
天
社
八
載
：
寒
寒
太
守
張
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
盛
夏
、

 
 
 
 
 
 
長
安
に
至
り
、
封
丘
県
尉
を
授
け
ら
れ
る
。
秋
、
封
丘
県
へ
赴
任
。

〈
余
〉

 
久
視
元
年
（
七
〇
〇
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
七
年
：
初
め
て
長
安
に
遊
ぶ
。
仕
官
を
果
た
せ
ず
、
滞
在
。

 
開
元
九
年
：
長
安
よ
り
宋
州
へ
帰
る
。
以
後
、
揉
革
に
在
り
。
ま
た
一
時
、
荊

 
 
 
 
 
 
裏
を
旅
遊
。

 
開
元
十
九
年
：
秋
、
宋
州
よ
り
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
二
年
：
冬
、
葡
北
よ
り
真
定
・
郁
郵
・
渉
県
な
ど
を
経
て
、
宋
州
へ
帰

 
 
 
 
 
 
 
る
。

 
開
元
二
三
年
：
徴
せ
ら
れ
て
長
安
に
赴
き
、
制
科
試
に
応
ず
る
も
、
落
第
。

 
開
元
二
六
年
：
長
安
よ
り
宋
州
へ
帰
る
。

 
開
元
二
七
年
：
以
後
、
梁
宋
・
相
州
な
ど
を
掩
撃
。

 
開
元
二
九
年
：
相
州
よ
り
南
下
し
て
、
漠
上
に
寓
居
。
◆
。

 
天
宝
元
年
：
秋
、
漠
上
よ
り
滑
台
へ
至
る
。

 
天
宝
二
年
：
滑
台
よ
り
唯
陽
へ
帰
る
。

 
天
宝
三
載
：
以
後
、
誰
陽
を
拠
点
に
、
評
説
・
楚
・
斉
魯
な
ど
を
旅
遊
。

 
天
宝
八
載
：
春
、
唯
陽
に
在
り
。
五
月
、
唯
陽
太
嬰
児
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有

 
 
 
 
 
 
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
盛
夏
、
長
安
へ
赴
き
、
合
格
。
速
写
県
尉
を

 
 
 
 
 
 
授
け
ら
れ
、
秋
、
黙
許
県
へ
赴
任
。

【
C
説
：
天
宝
年
間
に
系
年
す
る
説
】

〈
彰
〉

 
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
十
三
年
：
初
め
て
長
安
に
至
る
。
以
後
、
宋
州
に
客
室
。

 
開
元
十
九
年
：
秋
、
宋
州
よ
り
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
〇
年
：
冬
、
葡
北
よ
り
宋
州
に
帰
る
。
以
後
、
粛
正
に
在
り
。
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開
元
二
三
年
：
春
、
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
長
安
に
赴
く
も
、
落
第
。
宋
州
に

 
 
 
 
 
 
 
帰
る
。
以
後
、
宋
州
を
拠
点
に
梁
宋
・
楚
・
斉
魯
な
ど
を
旅
遊
。

 
霊
宝
五
畿
：
夏
秋
の
か
わ
り
め
、
波
陽
よ
り
無
上
へ
行
く
。

 
天
宝
六
載
・
・
夏
、
漢
上
よ
り
唯
陽
へ
帰
る
。
夏
秋
の
際
、
長
安
へ
徴
せ
ら
れ
、

 
 
 
 
 
 
封
丘
県
尉
を
授
け
ら
れ
て
赴
任
。

〈
諌
〉

 
景
龍
元
年
（
七
〇
七
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
十
四
年
：
初
め
て
長
安
へ
行
く
。
失
意
の
ま
ま
梁
宋
に
客
膳
し
、
以
後
、

 
 
 
 
 
 
 
宋
州
に
寄
居
。

 
開
元
十
九
年
目
宋
州
よ
り
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
〇
年
：
秋
、
葡
北
よ
り
帰
る
。
し
ば
ら
く
累
年
に
と
ど
ま
る
。
◆
（
二

 
 
 
 
 
 
 
二
年
或
は
二
三
年
春
の
作
）
。

 
開
元
二
三
年
：
至
聖
刺
史
の
推
薦
に
よ
り
徴
せ
ら
れ
て
長
安
へ
赴
く
。
数
年
留

 
 
 
 
 
 
 
ま
る
も
一
叢
も
得
ず
。

 
開
元
二
六
年
：
長
安
よ
り
宋
州
に
帰
る
。

 
開
元
二
七
年
：
秋
の
終
わ
り
、
斉
魯
・
東
平
へ
旅
遊
。

 
天
宝
二
年
：
雅
陽
へ
帰
る
。
（
或
い
は
ま
だ
東
平
の
游
。
）

 
天
宝
三
載
：
以
後
、
梁
宋
・
楚
・
斉
魯
な
ど
を
旅
遊
。

 
天
宝
六
載
前
後
：
塁
上
に
在
り
。
夏
、
宋
州
へ
帰
る
。

 
天
宝
燈
載
：
碓
陽
太
守
張
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
夏
、
長

 
 
 
 
 
 
安
に
赴
き
、
封
丘
県
主
を
授
け
ら
れ
て
赴
任
。

〈
劉
〉

 
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
：
生
ま
れ
る
。

 
開
元
十
一
年
前
後
：
長
安
へ
行
く
。

 
開
元
十
二
年
：
以
後
、
宋
州
に
寓
居
。

 
開
元
十
九
年
：
秋
、
葡
北
へ
赴
く
。

 
開
元
二
〇
年
：
冬
、
葡
北
よ
り
帰
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

 
開
元
二
一
年
：
耶
郵
・
潭
水
上
を
経
て
、
衛
州
に
至
る
。
◆
。
宋
州
に
帰
る
。

 
開
元
二
三
年
：
長
安
に
赴
き
応
試
。
落
第
。

 
開
元
二
四
年
：
長
安
よ
り
三
州
に
帰
る
。
以
後
、
宋
州
を
拠
点
に
、
楚
・
梁
宋
・

 
 
 
 
 
 
 
斉
魯
な
ど
を
野
遊
。

 
天
宝
五
載
：
秋
、
漠
上
に
至
る
。

 
天
宝
六
載
：
春
、
衛
滑
一
帯
に
在
り
。
夏
秋
の
間
、
衛
州
よ
り
黄
河
を
渉
り
唯

 
 
 
 
 
 
陽
へ
帰
る
。

 
天
宝
八
載
：
唯
陽
太
守
張
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有
道
科
に
挙
げ
ら
れ
、
盛
夏
、

 
 
 
 
 
 
長
安
に
赴
き
応
試
。
合
格
。
秋
、
距
骨
県
尉
へ
赴
任
。

 
さ
て
、
上
記
の
年
譜
中
、
〈
周
〉
〈
謂
〉
〈
劉
〉
が
、
玉
帳
が
至
上
を
二
度
訪

れ
た
と
し
て
お
り
、
他
の
年
譜
は
尼
上
寓
居
の
時
期
を
一
度
と
し
て
い
る
。
ま
ず

く
周
〉
の
開
元
二
二
年
の
衛
へ
立
ち
寄
り
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
〈
周
V
で
は
、

そ
の
時
の
作
品
と
し
て
「
送
察
十
二
之
海
上
」
（
六
〇
頁
）
を
明
年
す
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
詩
題
に
は
、
『
清
影
宋
抄
本
高
常
侍
集
十
巻
』
（
巻
二
。
孫
氏
「
〈
高

適
集
〉
版
本
考
」
（
『
文
献
』
十
一
、
一
九
八
二
年
）
で
同
系
統
と
さ
れ
る
四
庫
全

書
本
で
確
認
）
・
『
全
唐
詩
』
（
巻
二
一
四
）
で
は
「
時
無
衛
中
」
の
題
下
注
が
あ

り
、
ま
た
『
敦
煙
写
本
高
慮
詩
集
書
巻
（
P
三
八
六
二
）
』
で
は
詩
題
の
頭
に
「
衛

中
」
の
二
字
が
あ
る
。
こ
の
「
衛
」
は
、
唐
琴
の
衛
州
を
指
す
の
で
は
な
く
、
春

秋
の
衛
国
を
指
す
と
思
わ
れ
、
そ
う
な
ら
ば
、
高
息
は
漠
上
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と

に
な
る
。
葡
北
よ
り
の
帰
途
の
ル
ー
ト
的
に
は
、
堂
上
に
立
ち
寄
る
可
能
性
は
あ

る
が
、
〈
周
〉
で
は
こ
の
作
品
の
系
年
理
由
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
説
得
力

に
欠
け
て
い
る
。
次
に
、
〈
劉
〉
の
開
元
二
一
年
の
衛
州
へ
の
立
ち
寄
り
と
「
漠

上
酬
」
詩
の
作
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
劉
氏
は
前
掲
『
箋
註
』
の
「
出
講
別
業
」

（
〈
劉
〉
で
は
天
宝
五
載
の
作
）
の
注
釈
（
一
六
九
頁
）
に
お
い
て
、
「
漠
上
面
」

詩
の
「
不
然
買
山
田
、
一
身
與
耕
難
。
」
が
、
開
元
二
一
年
に
お
け
る
こ
の
別
業
の

購
入
を
指
す
、
と
し
て
い
る
。
〈
劉
〉
が
「
漠
上
靴
」
詩
を
開
元
二
一
年
に
当
年

す
る
の
は
、
理
由
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
い
ま
推
測
す
る
に
、
「
別
道
参
画
」
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詩
（
四
頁
）
「
二
十
解
書
剣
、
西
遊
長
安
城
。
…
…
白
壁
曲
言
賜
近
臣
、
布
衣
不
得

心
明
主
。
品
題
洛
陽
無
負
郭
、
東
過
梁
宋
非
吾
土
。
…
…
（
二
十
に
し
て
書
剣
を

解
し
、
西
の
か
た
長
安
城
に
遊
ぶ
。
…
…
白
壁
皆
言
う
近
臣
に
賜
う
と
、
布

 
 
 
 
 
も
と

衣
 
明
主
に
干
む
る
を
得
ず
。
蹄
り
來
り
て
 
洛
陽
に
負
郭
無
く
、
東
の
か
た
梁

宋
を
過
る
も
吾
土
に
非
ず
。
…
…
）
」
に
、
二
十
歳
の
こ
ろ
（
開
元
十
一
年
前
後
）

に
長
安
に
赴
き
失
意
の
ま
ま
長
安
を
離
れ
宋
州
を
訪
れ
た
と
あ
る
こ
と
と
、
「
漠
上

酬
」
詩
の
「
転
瞬
別
京
華
、
我
・
-
o
惣
門
索
。
十
年
守
章
句
、
百
事
空
語
落
。
北
上

登
葡
門
、
荘
桜
見
沙
漠
。
」
の
「
十
年
」
か
ら
、
開
元
二
一
年
の
作
に
な
る
、
と
い

う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
十
年
」
は
、
作
品
の
文
脈
を
た
ど
れ
ば
、

二
十
歳
の
時
の
長
安
で
の
失
意
か
ら
、
第
一
次
芸
北
行
を
実
施
す
る
ま
で
の
お
お

よ
そ
の
年
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
漠
上
野
」
詩
の
製
作
時
ま
で
の
年
数
で
は
あ

る
ま
い
。
よ
っ
て
、
〈
劉
V
の
系
年
に
は
従
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
〈
劉
V
が
、
開

元
二
一
年
に
、
信
州
へ
の
立
ち
寄
り
と
別
業
の
購
入
と
を
系
け
る
の
に
は
従
わ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
〈
周
〉
〈
劉
〉
の
系
年
に
は
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ま

両
者
に
は
従
わ
ず
、
高
専
が
漠
上
と
関
わ
っ
た
時
期
は
、
一
度
で
あ
る
と
し
た
い
。

 
な
お
〈
謳
〉
は
、
〈
彰
〉
を
支
持
し
て
漠
上
寓
居
を
天
宝
年
間
に
か
け
て
い
る

の
で
、
C
説
に
分
類
し
た
が
、
第
一
次
葡
言
行
毒
し
ば
ら
く
面
上
に
と
ど
ま
っ
た

と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
A
説
の
考
証
で
触
れ
た
い
。

＊

 
次
に
、
上
に
紹
介
し
た
よ
う
に
三
つ
の
説
に
分
か
れ
る
漠
上
別
業
寓
居
時
期
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
A
説
：
開
元
年
間
と
す
る
説
を
紹
介
し
、
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。

 
〈
孫
2
V
は
、
漠
上
寓
居
と
第
一
次
葡
北
行
が
時
期
的
に
甚
だ
近
い
と
し
、
そ

の
証
拠
と
し
て
、
「
聖
上
酬
」
詩
の
「
自
年
別
京
華
、
我
心
密
薫
索
。
十
年
守
章

句
、
嘉
事
空
耳
落
。
北
上
登
間
門
、
荘
三
見
沙
漠
。
…
…
梯
玉
山
燕
趙
、
騙
馬
恨

不
溶
。
」
が
、
開
元
一
＝
、
二
年
の
砂
質
で
の
作
品
①
「
同
齢
四
醇
三
束
亭
翫
月
」

②
「
薫
別
醇
三
察
大
耳
簡
韓
十
四
主
簿
」
（
四
六
頁
）
と
緊
密
に
呼
応
し
て
い
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
〈
孫
2
＞
で
は
、
「
漠
上
酬
」
詩
が
①
②
の
作
品
の
ど
の

部
分
と
呼
応
す
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
特
に
以
下
の
部
分
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

 
⑦
①
の
「
遠
遊
恨
不
樂
、
藪
賞
百
道
存
。
…
…
封
此
更
愁
予
、
悠
哉
懐
故
園
。

 
 
（
遠
遊
 
恨
と
し
て
樂
し
ま
ざ
れ
ど
も
、
藪
に
貸
手
の
存
す
る
を
賞
す
。
…
…

 
 
此
に
封
ず
れ
ば
更
に
予
を
愁
え
し
む
、
悠
か
な
る
か
な
 
故
園
を
懐
う
。
）
」

 
④
②
の
「
血
止
僻
京
華
、
立
面
異
郷
縣
。
登
高
傭
鳴
海
、
週
首
涙
禁
絶
。
…
…

 
 
始
謂
吾
道
管
、
終
正
客
遊
倦
。
…
…
（
這
遽
 
京
華
を
督
し
、
客
勤
す
 
異

 
 
郷
の
縣
。
登
高
し
て
紅
海
を
傭
し
、
首
を
 
ら
せ
ば
三
豊
の
如
し
。
…
…
始

 
 
め
は
謂
う
三
道
存
す
と
、
終
に
は
嵯
く
 
野
遊
に
倦
む
を
。
…
…
）
」

 
（
⑦
二
つ
の
詩
題
に
登
場
す
る
「
醇
三
（
醇
嫁
）
」

 
さ
ら
に
、
漠
上
で
の
作
で
あ
る
「
送
魏
八
」
（
五
八
頁
。
一
句
目
の
「
更
沽
漠
上

酒
」
か
ら
、
寺
上
の
作
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
。
）
の
「
北
路
無
知
己
、
明
認

莫
立
春
。
（
北
路
 
知
己
無
く
ん
ば
、
明
珠
 
暗
投
ず
る
莫
か
れ
。
）
」
は
、
燕
趙
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）

旅
遊
し
て
失
意
の
ま
ま
帰
っ
て
き
た
経
歴
を
ふ
ま
え
た
こ
と
ぼ
で
あ
る
と
し
、
漠

上
寓
居
と
第
一
次
葡
北
行
が
近
接
す
る
証
拠
と
し
て
い
る
。

 
続
い
て
〈
孫
2
＞
は
、
「
送
前
衛
縣
李
楽
出
府
」
（
一
四
六
頁
）
に
注
目
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
こ
の
詩
の
題
は
、
『
文
苑
栄
華
』
（
巻
二
七
〇
）
・
『
全
唐

詩
』
（
巻
二
一
四
）
で
は
「
東
平
別
前
衛
縣
李
楽
少
府
」
に
作
っ
て
お
り
、
こ
の
詩

の
制
作
は
、
天
宝
千
載
、
東
平
に
お
い
て
で
あ
る
（
別
途
考
証
が
あ
る
が
、
紹
介

を
省
略
す
る
）
。
詩
題
の
「
前
衛
縣
李
楽
曲
府
」
は
、
豊
楽
が
か
つ
て
誌
上
に
あ
る

衛
県
の
尉
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
詩
に
は
「
怨
別
自
驚
千
里
外
、

論
焼
却
七
十
年
時
。
（
怨
別
 
自
ら
驚
く
 
千
里
の
外
、
愚
子
 
却
っ
て
憶
う
 
十

年
の
時
。
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
、
十
年
前
、
翻
弄
が
頸
上
の
尉
で
あ
っ
た
時
、

二
人
が
面
識
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
時
期
は
開
元
二
四
、
五
年
で
あ
ろ
う

と
し
、
よ
っ
て
こ
の
時
期
に
高
聞
は
漠
々
に
い
た
と
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
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（
2
8
）

る
。

 
次
に
〈
陳
〉
は
、
〈
彰
〉
〈
周
〉
〈
課
〉
〈
劉
〉
〈
孫
〉
を
比
較
対
照
し
た
結

果
、
「
漠
墨
壷
」
詩
か
ら
、
三
聖
は
第
一
次
葡
北
行
後
す
ぐ
に
、
早
上
に
聾
し
た
と

判
断
し
、
〈
孫
〉
を
支
持
し
て
い
る
。
但
し
、
〈
孫
V
が
、
漢
上
寓
居
時
期
を
開

元
二
四
年
か
ら
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
漠
上
酬
」
詩
が
開
元
二
三
年
の
長
安
挙

試
失
敗
に
言
及
し
な
い
の
が
問
題
と
な
る
と
し
、
以
下
に
紹
介
す
る
考
証
か
ら
、

開
元
二
二
年
分
は
漠
上
寓
居
を
始
め
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
〈
陳
〉
は
、
薬
勝
は
、

開
元
二
三
年
に
、
長
安
墨
差
の
推
薦
を
得
る
た
め
に
漠
上
を
離
れ
て
宋
州
へ
戻
っ

た
と
す
る
。
な
お
、
高
適
の
開
元
二
一
二
年
（
乙
亥
歳
）
の
長
安
応
試
に
つ
い
て
は
、

封
丘
県
尉
就
任
後
、
天
囲
池
載
、
送
兵
の
役
目
を
帯
び
て
青
夷
軍
に
赴
い
た
時
の

作
品
で
あ
る
「
酬
秘
書
弟
兼
寄
幕
下
諸
公
細
身
」
（
一
八
○
頁
）
の
序
の
冒
頭
「
乙

亥
歳
、
適
徴
詣
長
安
。
時
侍
御
楊
公
任
通
事
舎
人
、
詩
書
起
予
、
蓋
終
日
 
。
（
乙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

亥
歳
、
適
 
徴
せ
ら
れ
て
長
安
に
詣
る
。
時
に
侍
御
楊
公
 
通
事
舎
人
に
任
ぜ
ら

れ
、
詩
書
 
予
を
起
こ
す
こ
と
、
蓋
し
終
日
な
り
。
）
」
に
よ
り
、
確
か
な
こ
と
で

あ
る
。

 
〈
陳
〉
に
よ
れ
ば
、
「
漠
上
酬
」
詩
の
2
9
・
3
0
「
瓢
翻
螢
州
縣
、
這
当
限
言
誰
。
」

は
、
醇
・
郭
が
こ
の
時
州
県
の
官
吏
で
あ
り
、
上
上
が
彼
ら
の
任
地
と
隔
た
っ
て

お
り
、
逢
う
こ
と
が
か
な
わ
な
い
こ
と
を
言
い
、
ま
た
3
1
・
3
2
「
東
馳
砂
貝
丘
、

西
顧
彌
中
略
。
」
は
、
彼
ら
二
人
の
う
ち
一
人
が
貝
丘
（
山
東
省
博
興
県
南
）
で
官

吏
を
し
、
一
人
が
號
略
（
河
南
省
霊
宝
県
）
で
官
吏
を
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
（
な

お
貝
丘
・
號
略
は
春
秋
時
代
の
地
名
）
と
す
る
。
つ
い
で
〈
陳
〉
は
、
こ
の
前
提

に
立
ち
、
「
醇
（
三
）
檬
」
の
伝
記
の
考
証
を
し
て
い
る
。
な
お
考
証
に
用
い
ら
れ

た
史
料
に
つ
い
て
は
、
〈
陳
〉
は
、
ご
く
一
部
を
除
き
、
出
典
名
を
示
す
の
み
で

本
文
を
引
用
し
て
い
な
い
の
で
、
論
者
が
確
認
の
意
味
を
込
め
て
、
あ
と
に
ま
と

め
て
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

 
さ
て
そ
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
醇
拠
は
開
元
十
九
年
に
進
士
に
及
第
し
て
（
『
五
百

家
注
韓
昌
黎
集
』
「
國
子
助
教
河
東
醇
君
墓
誌
銘
」
注
・
『
唐
才
子
傳
』
霊
菌
）
、
蒲

州
永
楽
県
主
簿
（
山
西
省
茜
城
県
西
南
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
つ
い
で
瀦
州
渉
県
丞
（
河

北
省
渉
県
）
へ
転
任
し
、
天
宝
六
載
に
は
渉
県
令
と
な
っ
て
い
る
（
『
唐
詩
意
欲
』

巻
二
五
・
『
唐
才
子
傳
』
巻
二
）
。
ま
た
『
封
氏
聞
見
記
』
（
巻
三
）
の
記
事
と
、
唐

代
の
進
士
は
初
め
の
任
官
が
九
品
の
職
を
超
え
な
い
こ
と
、
京
兆
府
万
年
県
録
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
9
）

と
永
楽
県
主
簿
と
は
と
も
に
九
品
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
醇
拠
は
登
第
後
、
万

年
県
録
事
を
願
っ
た
が
か
な
わ
ず
、
永
楽
県
主
簿
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。

次
に
永
楽
県
は
今
の
山
西
省
謬
言
県
西
南
の
永
楽
鎮
一
帯
に
あ
た
り
、
三
略
と

 
（
3
0
）

近
い
。
よ
っ
て
「
西
顧
彌
上
略
」
は
、
醇
拠
が
永
楽
県
主
簿
で
あ
る
こ
と
に
対
応

す
る
。
な
お
、
開
元
十
九
年
に
永
楽
県
主
簿
と
な
れ
ば
、
二
二
年
忙
は
ま
だ
四
年

 
 
（
3
1
）

の
任
期
が
満
ち
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
急
難
が
開
元
二
二
年
に
は
永
楽

県
主
簿
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
高
曇
が
開
元
二
二
年
に

二
上
に
い
た
と
し
て
も
、
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
、
と
す
る
。

【
引
用
史
料
】

・
馬
下
艇
『
韓
昌
黎
文
集
校
注
』
巻
六
「
國
子
助
教
河
東
醇
君
墓
誌
銘
」
（
一
九
八

 
六
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
「
父
日
播
、
尚
書
禮
部
侍
郎
。
侍
郎
命
君
後
兄
檬
、

 
橡
爲
尚
書
水
墨
郎
中
、
置
型
事
中
。
」
注
「
元
暉
三
子
、
檬
・
穂
・
播
。
檬
開
元

 
十
九
年
、
擦
十
八
年
、
播
天
上
十
一
載
、
並
登
第
。
」

・
三
世
踪
主
編
『
唐
才
子
傳
校
章
 
第
一
冊
』
巻
二
「
醇
檬
」
（
儲
仲
君
担
当
。
一

 
九
八
七
年
、
中
華
量
感
）
「
開
元
十
九
年
心
心
榜
進
士
。
天
寳
六
年
、
又
中
風
雅

 
古
調
重
言
一
人
。
於
吏
部
参
選
、
嫁
自
治
才
名
、
請
受
萬
年
録
事
。
流
外
官
訴

 
造
畢
、
以
爲
赤
縣
是
某
々
清
要
。
檬
無
下
、
改
神
里
令
。
」
（
な
お
、
『
才
子
傳
』

 
が
天
宝
歯
並
と
す
る
事
件
に
つ
い
て
、
『
校
箋
』
の
考
証
は
、
以
下
の
『
封
氏
聞

 
見
記
』
・
『
唐
詩
望
事
』
に
基
づ
き
、
開
元
年
間
の
進
士
登
第
の
時
の
こ
と
と
し

 
て
い
る
。
）

・
『
唐
詩
紀
事
』
巻
二
五
「
醇
檬
」
（
一
九
八
七
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
「
嫁
自
永

 
樂
主
簿
防
縣
丞
、
復
選
宰
防
縣
。
…
…
檬
、
開
元
中
自
侍
才
名
、
於
史
部
参
選
、

 
請
授
萬
年
録
事
。
諸
流
外
官
望
見
宰
執
訴
之
日
、
赤
縣
録
事
軍
戸
等
清
要
官
、
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螺
旋
進
士
奪
去
、
某
等
色
人
望
措
手
足
 
。
遂
罷
。
」
（
な
お
「
防
縣
」
は
「
渉

 
縣
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
）

・
『
髪
長
二
見
記
』
巻
三
「
鐙
曹
」
（
『
叢
書
集
成
新
編
』
）
「
開
元
中
、
河
東
醇
檬
自

 
侍
才
名
、
干
田
部
参
選
、
副
子
萬
年
縣
録
事
。
吏
評
説
敢
注
、
以
諮
執
政
、
將

 
心
隈
 
。
諸
流
外
共
見
宰
相
訴
云
、
拡
散
丞
等
職
官
、
皆
流
外
之
職
、
已
被
士

 
人
奪
却
、
要
望
赤
禿
録
事
、
是
某
等
清
要
、
今
夏
被
進
士
欲
奪
、
則
某
等
一
色

 
用
人
無
措
手
足
 
。
干
平
身
罷
。
」

 
さ
て
〈
陳
〉
に
よ
れ
ば
、
醇
拠
は
、
開
元
十
九
年
に
進
士
科
に
登
第
し
、
二
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
2
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
3
）

年
に
は
永
楽
県
主
簿
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
は
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
〈
孫
〉
〈
孫
2
V
の
系
年
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
る
。

〈
孫
〉
は
、
第
一
次
華
北
行
を
開
元
二
〇
年
か
ら
二
三
年
の
期
間
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
間
醇
拠
は
永
楽
県
主
簿
で
あ
る
の
で
、
永
楽
県
の
地
理
的
位
置
か
ら
考
え
て
、

高
擶
が
醇
拠
に
葡
北
行
中
に
会
う
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

 
（
3
4
）

あ
る
。
す
る
と
こ
れ
で
は
、
〈
孫
2
＞
（
〈
孫
〉
）
が
「
漠
上
場
」
詩
が
「
同
志

四
坐
三
束
亭
雪
月
」
・
「
酬
別
醇
三
藥
大
当
簡
韓
十
四
主
簿
」
に
緊
密
に
呼
応
す
る

と
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。
「
皇
別
醇
三
」
意
中

に
は
、
「
醇
侯
懐
直
道
、
徳
業
鷹
時
選
。
（
醇
侯
 
直
道
を
懐
き
、
徳
業
 
時
選
に

高
ず
。
）
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
「
黒
餅
選
」
は
、
開
元
十
九
年
の
進
士
科
登
第
に
関

連
す
る
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
次
に
、
そ
れ
が
登
第
前
か
登
第
後
か
と
い

う
問
題
が
出
て
く
る
が
、
「
鷹
時
選
」
で
あ
る
か
ら
、
登
第
前
の
は
ず
で
あ
る
。
ま

た
唐
墨
に
関
す
る
描
写
は
こ
の
二
句
の
み
で
、
官
吏
と
し
て
の
描
写
は
な
い
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
5
）

か
ら
も
、
永
楽
県
主
簿
に
就
任
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
〈
孫
2
＞

の
よ
う
に
、
「
面
上
酬
」
詩
と
「
同
韓
四
」
詩
・
「
三
雲
醇
三
」
詩
と
の
関
係
性
を

主
張
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
。
「
酬
別
醇
三
」
詩
は
、
そ
の
末
二

品
に
「
復
面
癖
風
痘
、
蒼
荘
夏
雲
攣
。
（
復
た
涼
風
の
時
に
悟
り
、
蒼
荘
夏
雲
攣

ず
）
。
」
と
あ
る
か
ら
夏
金
儲
初
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
を
開

元
十
八
年
夏
末
五
三
の
燕
趙
で
の
作
品
と
す
る
、
つ
ま
り
、
第
一
次
亭
主
行
の
開

始
を
、
〈
孫
〉
よ
り
二
年
早
め
て
、
開
元
十
八
年
か
ら
と
す
れ
ば
、
矛
盾
は
一
応

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
6
）

解
決
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
な
お
〈
陳
〉
は
、
第
一
次
葡
北
行
の
期
間
を
開
元
十
九
年
秋
か
ら
二
一
年
冬
か

二
二
年
春
ま
で
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
「
聖
別
醇
三
」
詩
学
の
「
鷹
時
庭
」

は
、
登
第
後
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
に
は
上
記
の
よ
う
に
従
い
難
い
。
（
〈
陳
〉

は
、
「
金
壷
四
」
詩
・
「
酬
別
醇
三
」
詩
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
）
さ
ら
に
、
〈
陳
〉

に
は
以
下
よ
う
な
の
問
題
が
残
る
。
第
一
点
と
し
て
、
草
中
「
置
上
酬
」
詩
が
開

元
二
一
二
年
の
長
安
応
試
落
第
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
漠
上
寓
居

時
期
を
二
二
年
に
引
き
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
長
安
応
仁
に
触
れ
た
前
掲
「
酬
秘

書
弟
兼
寄
幕
下
諸
公
感
受
」
の
序
・
本
文
に
お
い
て
も
、
開
元
二
一
二
年
長
安
応
試

に
失
敗
し
た
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
高
溶
の
全
作
品
に
お
い
て
も
こ

の
時
の
落
第
に
言
及
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
か
ら
、
〈
孫
2
＞
が
言
う
よ
う
に
、

「
雪
上
酬
」
詩
は
落
第
に
つ
い
て
「
諌
言
」
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
二
点
は
、

誌
上
寓
居
が
長
安
応
試
失
敗
の
前
に
系
年
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
高
富
は
、
開
元
二
一
二
年
の
長
安
尊
霊
失
敗
が
直
接
の
原
因
で
、
塁
上
に

隠
棲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
「
酬
雪
上
」
詩
の
3
3

「
冷
水
徒
自
流
」
か
ら
末
尾
ま
で
は
、
長
安
応
試
失
敗
が
背
景
に
あ
る
こ
と
ば
だ

と
考
え
る
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
別
の
角
度
か
ら
検
討
す
る
。
以

上
の
理
由
に
よ
り
、
開
元
二
二
年
に
言
上
寓
居
時
期
を
引
き
上
げ
る
〈
陳
〉
説
に

は
従
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

 
な
お
、
A
説
〈
院
〉
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
考
証
に
加
え
て
、
ま
ず
漠
上
寓
居

時
期
名
辞
の
基
準
と
な
る
第
一
次
上
北
行
の
期
間
が
、
他
の
諸
年
譜
（
〈
王
V
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
7
）

除
く
）
が
開
元
十
八
年
か
ら
二
一
二
年
ま
で
の
期
間
に
納
め
て
い
る
の
と
食
い
違
い
、

ま
た
開
元
二
三
年
の
長
安
潮
田
失
敗
が
考
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
従
わ
な

い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
〈
王
〉
に
つ
い
て
は
、
年
譜
の
考
証
記
述
が
極
め
て
簡
略

で
あ
り
、
そ
の
系
年
根
拠
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
漠
上
寓
居
を
系
年

す
る
開
元
十
三
年
は
、
他
の
多
く
の
年
譜
が
宋
州
里
居
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
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上の高適（上）

る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
〈
王
〉
を
積
極
的
に
支
持
す
る
理
由
は
な
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
最
後
に
C
説
の
〈
課
〉
が
、
第
一
次
葡
北
事
後
し
ば
ら
く
漠
上
に
と
ど
ま
っ
た

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
系
年
は
や
は
り
「
漠
上
酬
」
詩
の
醇
拠

の
伝
記
考
証
に
基
づ
い
て
い
る
。
廟
北
行
の
す
ぐ
後
に
首
上
に
滞
在
し
た
と
す
る

考
え
方
に
は
賛
成
で
き
る
が
、
醇
拠
の
考
証
が
粗
略
で
、
こ
の
と
き
醇
拠
は
渉
県

丞
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
如
上
の
考
証
（
注
（
3
2
）
も
参
照
）
に
よ
り

従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

＊

 
次
に
、
引
上
寓
居
時
期
を
B
説
：
開
元
末
年
か
ら
天
引
初
年
に
か
け
る
説
・
C

説
：
天
宝
年
間
に
系
け
る
説
で
あ
る
が
、
以
上
の
検
討
で
開
元
年
間
説
を
支
持
し

て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
説
に
は
従
わ
な
い
。
以
下
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
如
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

 
ま
ず
、
〈
孫
2
＞
〈
陳
〉
が
論
じ
、
私
も
従
う
よ
う
に
、
、
「
漠
背
甲
」
詩
が
第
一

次
葡
北
行
直
後
の
作
品
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
借
上
寓
居
時
期
も
そ
の
直
後
で
あ

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
B
説
は
、
〈
周
〉
〈
余
〉
と
も
に
「
漠
上
篇
」

詩
を
開
元
二
九
年
に
系
年
し
て
い
る
が
、
二
二
年
の
葡
北
行
終
結
か
ら
七
年
経
過

し
て
い
る
こ
と
が
難
点
で
あ
る
。
同
様
に
、
C
説
〈
彰
〉
は
、
漠
上
寓
居
時
期
が

第
一
次
葡
北
行
か
ら
約
十
五
年
も
隔
た
っ
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た

〈
彰
〉
が
「
漠
上
酬
」
詩
を
系
年
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
更
に
言
え
ば
、
〈
彰
〉
は
「
漠
上
酬
」
詩

を
第
一
次
葡
北
行
直
後
の
作
品
と
見
な
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
）
次
に
C
説

〈
諌
〉
〈
劉
〉
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
漠
上
の
時
期
を

二
度
に
分
け
、
第
一
次
葡
北
行
直
後
の
一
度
目
に
「
漠
上
薬
」
詩
を
系
年
し
て
い

る
が
、
私
は
、
漠
上
寓
居
時
期
は
一
度
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
天
宝
年
間
説
に
は

以
下
の
よ
う
に
従
い
が
た
い
。

 
先
に
も
述
べ
た
が
、
漠
上
寓
居
は
、
開
元
二
一
二
年
の
長
安
応
試
失
敗
が
直
接
の

原
因
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
塁
上
寓
居
が
そ
れ
か
ら
か
な
り
隔
た
る
B
説
・
C

説
に
は
従
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
高
適
は
、
天
宝
年
間
に
は
、
開
元
二
六
年

に
作
っ
た
「
燕
歌
行
井
序
」
（
八
○
頁
）
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
著
名
に
な
っ
て
い
た

 
 
 
 
（
3
8
）

は
ず
で
あ
り
、
本
稿
で
は
具
体
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
漠
上
寓
居
時
期

の
作
品
は
、
「
燕
歌
行
」
に
よ
っ
て
自
信
を
得
る
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

点
か
ら
も
、
漠
上
寓
居
を
「
燕
歌
行
」
制
作
後
に
系
け
る
B
説
C
説
に
は
従
い
が

た
い
の
で
あ
る
。

 
次
に
、
既
に
紹
介
し
た
、
〈
孫
2
＞
が
指
摘
す
る
「
送
魏
八
」
の
「
北
路
無
知

己
、
明
珠
莫
暗
投
。
」
に
つ
い
て
、
B
説
・
C
説
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い

る
か
を
見
て
み
る
。
な
お
「
送
魏
八
」
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
一
句
目
「
更
沽
漠

上
酒
」
よ
り
漠
上
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
B
説
〈
周
〉
は
開
元
二

九
年
・
漠
上
の
作
と
し
、
〈
余
〉
は
未
系
年
。
い
つ
れ
も
第
一
次
葡
北
行
か
ら
は

か
な
り
隔
た
る
が
、
「
北
路
 
知
己
無
く
ん
ば
」
は
近
接
的
経
験
が
強
く
投
影
し
た

言
葉
で
あ
り
、
回
想
的
に
質
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
点
、
〈
周
〉

で
は
、
「
北
路
無
知
己
、
明
珠
莫
暗
投
。
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ

て
い
な
い
が
、
た
だ
「
北
路
」
を
直
前
の
開
元
二
八
年
号
相
州
の
遊
と
見
な
し
た

系
年
で
あ
る
と
も
推
測
で
き
る
。
し
か
し
く
周
V
に
お
い
て
は
、
開
元
二
八
年
に

系
け
ら
れ
た
作
品
は
「
題
尉
遅
將
軍
新
廟
」
（
九
一
頁
）
・
「
銅
雀
妓
」
（
九
〇
頁
）

だ
け
で
あ
り
、
ま
た
有
力
者
（
1
1
「
知
己
」
）
を
訪
ね
た
と
い
う
記
述
も
な
い
の

で
、
「
送
魏
八
」
の
系
年
は
根
拠
が
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
一
方
C
説
で
は
、
〈
彰
V
〈
劉
〉
が
天
宝
五
載
・
漠
上
の
作
と
し
、
〈
調
〉
は

未
系
年
。
三
八
と
も
、
嵩
上
寓
居
直
前
に
斉
魯
の
遊
を
系
年
し
て
お
り
、
〈
彰
〉

〈
劉
〉
は
こ
の
時
に
李
昌
と
交
遊
し
た
と
す
る
（
〈
諌
〉
は
李
畠
に
招
か
れ
た
が

赴
か
ず
と
す
る
）
。
〈
彰
〉
〈
劉
〉
の
系
年
は
、
「
北
具
眼
知
己
、
明
珠
莫
暗
投
。
」

に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
、
斉
魯
の
遊
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
か

ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
漠
上
か
ら
見
て
斉
魯
を
「
北
路
」
と
し
て
よ
い
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か
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
北
路
無
知
己
」
が
た
と
え
仮
定
形
の
発
言
で
あ
る
と

し
て
も
、
「
北
路
」
の
経
歴
を
投
影
す
る
「
無
知
己
」
に
、
当
時
中
央
政
界
か
ら
疎

ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
愛
器
を
父
に
持
つ
文
壇
の
長
老
的
存
在
で
あ
っ
た

 
（
3
9
）

山
畠
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
な
る
夕
汐
に
は
、
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

＊

 
以
上
の
よ
う
に
、
二
上
寓
居
時
期
は
、
A
説
〈
孫
〉
〈
孫
2
＞
〈
陳
〉
の
考
証

に
概
ね
依
り
な
が
ら
、
長
安
応
試
落
第
後
の
開
元
二
一
二
、
四
年
か
ら
の
数
年
間
と

 
 
（
4
0
）

し
た
い
。
な
お
、
〈
孫
〉
〈
孫
2
＞
〈
周
〉
は
、
高
適
「
奉
寄
平
原
顔
太
守
金
頭
」

（
二
四
五
頁
）
の
序
「
初
顔
公
任
蘭
皇
（
”
秘
書
省
）
郎
、
與
余
有
周
旋
之
分
、

而
於
詞
聖
帝
爲
深
妙
。
」
と
股
亮
「
顔
魯
公
行
状
」
（
『
全
唐
文
』
巻
五
一
四
）
「
開

元
二
十
二
年
、
進
士
及
第
、
登
甲
科
。
二
十
四
年
、
吏
唐
墨
判
入
高
等
、
授
朝
散

郎
秘
書
省
著
作
局
校
三
郎
。
」
に
よ
り
、
開
元
二
四
年
に
高
層
は
長
安
に
い
た
と
考

証
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
聖
上
寓
居
時
期
の
開
始
は
、
開
元
二
一
二
年
で
は

な
く
、
二
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
三
）

 
で
は
最
後
に
、
高
上
の
漠
上
寓
居
を
如
上
の
時
期
と
す
る
の
に
傍
証
と
な
る
論

考
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
高
適
と
関
連
づ
け
て
考
証
し
て
み
る
。

 
上
目
暑
中
は
、
見
巡
と
儲
光
義
の
伝
記
考
証
の
中
で
、
平
心
は
だ
い
た
い
開
元

十
八
年
か
ら
二
三
年
の
間
に
、
ま
ず
漠
上
に
隠
棲
し
、
そ
の
後
嵩
山
に
隠
れ
た
と

し
、
ま
た
儲
光
義
は
、
王
維
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
漢
上
に
隠
棲
し
て
い
た
と

 
（
4
1
）

す
る
。

 
ま
た
、
葛
氏
は
、
王
維
と
儲
光
義
が
漠
上
に
閑
居
し
た
の
は
、
中
央
政
界
の
動

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
2
）

向
と
関
係
す
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
開
元
年
間
い
わ
ゆ
る
寺
子
派
（
葛

氏
は
こ
の
語
は
用
い
て
い
な
い
）
の
中
・
1
0
人
物
で
あ
っ
た
の
が
宰
相
を
つ
と
め
た

張
説
と
張
背
黒
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
多
く
の
才
能
あ
る
士
人
が
抜
擢
さ
れ
て

い
た
。
た
だ
、
開
元
十
八
年
に
高
説
が
死
去
し
た
あ
と
、
（
張
説
の
）
朋
党
に
足
を

引
っ
ぱ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
張
分
留
は
秘
書
監
と
な
っ
て
い
た
が
、
士
人
を
引

き
立
て
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
開
元
十
八
年
に
吏
部
尚
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
3
）

斐
光
庭
（
開
元
十
八
年
四
月
か
ら
二
〇
年
十
二
月
ま
で
在
任
）
が
定
め
た
「
墨
型

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
4
）

格
」
の
制
度
に
よ
っ
て
、
才
能
あ
る
士
人
の
登
用
が
は
ば
ま
れ
た
。
開
元
二
一
年
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
5
）

斐
弓
庭
の
死
後
、
循
資
格
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
張
九
齢
が
宰
相
と
な
っ
て
再
び
士

人
を
引
き
立
て
る
よ
γ
つ
に
な
り
、
王
維
も
彼
に
よ
っ
て
開
元
二
一
二
年
に
右
拾
遺
に

抜
擢
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
王
維
と
儲
光
義
の
漠
上
隠
居
は
、
循
資
格
に
よ
っ
て
才

能
あ
る
士
人
の
登
用
・
抜
擢
が
阻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
不
利
な
状
況
と
関
連
す
る
、

つ
ま
り
彼
ら
は
、
文
人
の
隠
逸
パ
タ
ー
ン
と
し
て
「
閑
居
（
隠
逸
生
活
）
に
お
い

て
現
実
の
不
公
平
と
隠
逸
の
意
義
を
真
剣
に
考
え
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
高
適
の
漠
上
寓
居
も
こ
の
よ
う
に
中
央
政
界
の
動
向
と
関
連
づ
け
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
試
み
に
、
開
元
二
一
年
か
ら
二
五
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
6
）

ま
で
の
宰
相
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
開
元
二
一
年

 
薫
嵩
・
斐
光
庭
（
侍
中
、
三
月
卒
。
開
元
十
七
年
よ
り
宰
相
。
）
・
韓
休
・
斐
耀

 
卿
（
十
二
月
、
由
京
兆
サ
守
黄
門
侍
郎
同
中
書
門
下
平
章
事
。
）
・
張
九
齢
（
十

 
二
月
、
由
検
校
中
書
侍
郎
上
期
、
爲
中
書
侍
郎
同
中
書
門
下
章
章
事
。
）

○
開
元
二
二
年

 
張
九
廻
・
斐
耀
卿
・
李
林
甫
（
五
月
、
由
黄
門
侍
郎
守
上
部
尚
書
同
中
書
門
下

 
三
品
。
）

○
開
元
二
一
二
年

 
張
九
齢
・
斐
耀
卿
・
李
林
甫

○
開
元
二
四
年

 
張
九
齢
（
十
一
月
、
面
影
右
丞
相
。
）
・
李
林
甫
・
斐
耀
卿
（
十
一
月
、
罷
爲
左

 
丞
相
。
）
・
牛
仙
客
（
十
一
月
、
由
斜
方
節
度
使
守
工
部
尚
書
同
中
書
門
下
三
品
、
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十
二
月
、
知
門
下
心
事
。
）

○
開
元
二
五
年

 
李
畑
違
・
牛
仙
客
・
（
張
馬
齢
…
四
月
、
既
荊
州
長
史
。
：
川
口
補
）

○
以
後
、
天
宝
元
年
七
月
に
牛
仙
客
が
死
去
し
、
そ
の
あ
と
が
ま
に
は
、
李
適
之

 
が
就
任
。
ま
た
文
意
四
月
に
は
、
李
適
之
に
代
わ
り
陳
希
烈
が
宰
相
に
な
る
。

 
李
林
甫
は
十
一
載
十
一
月
に
死
去
し
、
楊
国
忠
が
そ
れ
に
代
わ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
7
）

 
さ
て
、
高
適
の
開
元
二
三
年
の
長
安
応
試
の
理
由
の
一
つ
は
、
斐
光
庭
の
死
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
8
）

よ
っ
て
科
挙
受
験
者
に
風
向
き
が
よ
く
な
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
言

う
な
ら
ば
、
斐
光
庭
死
去
の
情
報
が
、
高
適
に
第
一
次
毛
蟹
行
を
終
わ
ら
せ
る
一

つ
の
契
機
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
、

葛
氏
は
、
盛
唐
の
著
名
詩
人
・
文
人
の
登
用
の
ピ
ー
ク
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
、

開
元
十
四
・
十
五
年
に
厳
推
論
が
知
貢
挙
で
あ
っ
た
時
、
い
ま
一
つ
は
開
元
二
二
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
9
）

二
三
年
に
孫
 
が
知
貢
挙
で
あ
っ
た
時
だ
と
す
る
。
ち
な
み
に
厳
挺
之
は
、
杜
甫

と
の
交
遊
で
知
ら
れ
る
厳
武
の
父
で
あ
る
。
ま
た
二
つ
目
の
ピ
ー
ク
時
の
人
物
関

係
を
示
す
と
、
開
元
二
二
・
二
三
年
の
宰
相
で
あ
る
張
九
齢
と
斐
耀
卿
は
、
再
説

に
引
き
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
の
知
貢
挙
・
孫
 
は
、
や
は
り
張
説
に
引
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
算
筆
卿
は
大
運
河
の
漕
運
改
革
で
著
名
で
あ

り
、
張
九
齢
と
親
交
が
あ
り
、
ま
た
王
事
は
斐
と
親
交
が
あ
り
、
斐
の
張
へ
の
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

り
な
し
に
よ
っ
て
右
拾
遺
に
抜
擢
さ
れ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
開
元
二
三
年
の
長
安
測
試
は
、
そ
の
落
第
の
理
由
は
詳
ら
か
で
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
2
）

な
い
が
、
高
書
に
と
っ
て
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
宰
相
の
任
用

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
翌
二
四
年
か
ら
量
子
派
に
と
っ
て
中
央
政
界
の
情
勢

が
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
高
適
に
と
っ
て
は
ま
た
と
な
い
…
機
会

を
逃
し
た
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
高
義
が
、
中
央
政
界
の
情
勢
が
彼

に
と
っ
て
不
利
な
方
向
に
変
動
す
る
の
を
見
て
、
王
維
や
儲
光
義
の
よ
う
な
動
機

で
、
漠
上
に
寓
居
す
る
こ
と
を
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
寓
居
開
始
時
期
が

開
元
二
三
、
四
年
か
ら
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
強
い
傍
証
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

 
で
は
最
後
に
、
な
ぜ
そ
の
地
が
漠
上
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
3
）

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
葛
氏
の
以
下
の
よ
う
な
論
が
参
考
に
な
る
。

 
葛
氏
に
よ
れ
ば
、
盛
唐
の
著
名
な
隠
士
の
暫
時
の
閑
居
は
、
風
光
明
媚
な
地
域

が
多
く
、
江
南
で
は
、
越
中
・
青
山
、
嚢
陽
な
ど
、
北
方
で
は
終
南
山
・
嵩
山
・

陸
渾
山
・
漠
上
・
汝
頴
（
汝
水
・
頴
水
流
域
と
思
わ
れ
る
）
な
ど
に
集
中
し
て
い

た
。
な
か
で
も
終
南
山
と
嵩
山
は
長
安
・
洛
陽
か
ら
最
も
近
く
、
王
公
貴
族
の
別

業
も
多
く
、
「
亦
官
亦
隠
」
に
は
最
も
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
た
だ
立
身
出
世
し

て
い
な
い
者
が
こ
こ
に
隠
棲
す
る
と
、
盧
蔵
用
の
よ
う
に
「
随
駕
隠
士
」
の
識
り

を
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
比
較
的
貧
困
な
士
人
の
多
く
は
、
直
上
や
二
面
に
隠

逸
の
地
を
選
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
無
上
に
つ
い
て
は
、
衛
州
に
属

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
4
）

し
、
滑
州
と
隣
接
し
て
い
る
。
土
州
は
、
東
郡
の
間
近
に
あ
る
肥
沃
で
重
要
な
州

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
り
、
王
侯
の
封
地
も
多
い
。
ま
た
開
元
年
間
前
期
に
は
、
醇
王
業
が
温
州
刺

史
・
號
州
刺
史
と
な
り
、
信
安
王
緯
が
豊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
、
衛
州
・

滑
州
の
刺
史
に
功
績
の
あ
っ
た
皇
族
が
就
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
朝
廷
が
こ

の
地
域
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
衛
州
の
蘇
門
山
は
孫
登
が
隠
棲
し
た

地
で
あ
り
、
替
康
も
こ
こ
で
孫
登
と
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
彼
ら
は
、
盛
唐
の
文

人
た
ち
の
仰
ぎ
慕
う
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
嘉
事
は
、
嵩
山
の
南
に
位
置
し
、
才

能
あ
る
士
人
を
輩
出
し
て
い
た
お
り
、
ま
た
高
級
官
僚
・
名
門
の
一
族
が
た
い
へ

ん
多
い
地
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
盛
唐
文
人
が
、
隠
棲
の
地
と
し
て
漠
上
や
汝
頴

を
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
地
域
に
、
重
要
な
州
が
あ
り
、
ま
た
都
に
近
く
、
王
公
や

高
級
官
僚
が
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
長
安
・
洛
陽
に
浪
人
暮
ら
し
で
き

な
い
士
人
が
、
王
侯
・
貴
族
・
高
級
官
僚
と
交
遊
し
て
進
取
の
機
会
を
求
め
る
た

め
に
、
こ
の
地
域
に
隠
棲
し
た
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

 
高
潮
が
漠
上
に
別
業
を
営
ん
だ
の
も
、
右
の
よ
う
な
理
由
が
一
つ
に
あ
っ
た
と

想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

＊
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以
上
、
煩
雑
に
は
な
っ
た
が
、
高
曇
の
漠
上
寓
居
時
期
に
つ
い
て
、
諸
説
を
比

較
し
な
が
ら
伝
記
的
考
証
を
し
て
み
た
。
下
篇
で
は
、
以
上
の
考
証
を
踏
ま
え
つ

つ
、
こ
の
時
期
の
作
品
群
を
分
析
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）
 
『
中
華
人
民
共
和
国
地
図
集
』
（
一
九
八
四
年
、
地
図
出
版
社
）
・
諌
其
腰

 
 
主
編
『
中
国
歴
史
地
図
集
 
第
五
冊
 
階
・
唐
・
五
代
十
国
時
期
』
（
一
九
八

 
 
二
年
、
地
図
出
版
社
）
・
混
書
望
『
唐
代
交
通
図
題
 
第
五
巻
 
河
東
河
北
区
』

 
 
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
八
十
三
、
一
九
八
六
年
）
「
篇
騨
柴

 
 
 
階
唐
永
済
渠
」
「
階
唐
永
済
渠
町
鳶
」
「
唐
代
講
陽
以
東
黄
河
津
渡
河
北
平

 
 
原
交
通
合
図
」
に
よ
る
。
但
し
厳
氏
同
『
図
上
』
「
唐
代
金
東
太
行
区
交
通
図

 
 
（
南
幅
）
」
で
は
、
冷
水
と
永
済
渠
と
の
合
流
点
か
ら
黄
河
ま
で
は
陸
路
と
な

 
 
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
水
路
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
陸
路

 
 
と
水
路
と
で
は
、
下
篇
で
検
討
す
る
「
自
漠
渉
黄
河
途
中
作
十
三
首
」
の
解

 
 
釈
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
な
お
、
『
元
和

 
 
郡
上
圖
志
』
（
巻
十
六
）
河
北
道
一
・
室
蘭
・
共
城
縣
に
「
漠
水
、
親
出
六
方

 
 
北
沮
測
山
、
至
衛
縣
入
河
、
謂
之
漠
水
口
。
」
と
あ
る
。

（
2
）
 
以
下
本
稿
で
は
、
高
騰
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
孫
欽
善
『
高
嶺
集
校
注
』

 
 
（
一
九
八
四
年
、
上
海
三
業
出
版
社
）
に
よ
り
、
そ
の
二
言
を
示
す
。
伝
記
・

 
 
作
品
系
年
は
、
断
わ
ら
な
い
限
り
、
同
書
の
注
釈
と
同
書
所
収
の
「
高
適
年

 
 
譜
」
に
よ
る
。
ま
た
高
適
作
品
以
外
の
詩
は
、
『
全
唐
詩
』
に
よ
り
引
用
し
、

 
 
そ
の
巻
数
を
示
す
。

（
3
）
 
詩
の
後
半
は
「
雪
中
望
來
信
、
醇
裏
開
衡
門
。
果
得
希
代
寳
、
絨
之
那
可

 
論
。
」
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
注
 
第
一
冊
』
巻
一
「
贈
骸
骨
処
士
」

 
 
二
三
二
頁
（
一
九
七
七
年
、
筑
摩
書
房
）
に
は
「
今
案
ず
る
に
、
同
時
の
高

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
と
も

 
適
に
、
「
衛
八
の
雪
中
に
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ
」
「
黒
八
と
同
に
陸
少
府
の
書

 
 
斎
に
題
す
」
が
あ
る
。
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
を
も
つ
。
う
ち
前
者
の
詩
に

 
 
は
、
住
ま
い
の
さ
ま
を
歌
っ
て
、
「
旧
宅
は
流
水
を
帯
び
、
平
田
は
古
村
に
臨

 
 
む
」
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
の
「
住
ま
い
」
は
、
文
脈
か
ら
し
て
衛
八
の
そ
れ
を

 
 
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
よ
ろ
し
く
な
か
ろ
う
。

（
4
）
 
『
元
和
郡
縣
圖
志
』
（
巻
八
）
河
南
道
四
・
滑
州
・
白
馬
縣
「
州
城
、
即
古

 
 
滑
毫
城
。
城
有
三
重
、
又
有
都
城
、
周
二
十
里
。
相
傳
云
衛
簸
公
所
築
小
城
、

 
 
昔
滑
氏
爲
塁
、
後
人
増
注
爲
城
、
甚
高
峻
堅
険
。
臨
河
亦
有
毫
。
…
…
」

（
5
）
 
「
還
望
農
人
邑
」
を
、
漠
水
の
対
岸
か
ら
呼
出
を
見
て
い
る
と
も
解
釈
で
き

 
 
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
高
曇
の
別
業
は
漠
水
を
認
ん
だ
衛
県
の
対
岸
に
位
置
し

 
 
た
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
李
浩
『
唐
墨
園
林
別
業
法
論
（
修
訂
版
）
』
二
四
〇
頁
（
一
九
九
八
年
、
西

 
 
北
大
学
出
版
社
）
に
、
「
漠
上
別
業
」
詩
を
資
料
に
「
拠
此
知
高
文
別
業
在
漠

 
 
上
（
今
河
南
汲
県
）
西
山
下
。
」
と
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。

（
7
）
 
別
業
の
位
置
の
考
察
に
お
い
て
は
、
予
言
「
高
適
系
年
考
証
」
（
『
文
史
』

 
 
三
、
一
九
六
三
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
8
）
 
注
（
7
）
「
考
証
」
。

（
9
）
 
『
新
字
源
改
訂
版
』
「
度
量
衡
表
」
（
一
九
九
四
年
、
角
川
書
店
）
に
よ
る
概

 
 
算
。
以
下
同
じ
。

（
0
【
）
 
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
（
巻
四
九
）
河
南
四
・
衛
藩
府
・
輝
縣
・
蘇
門
山
に
も

 
 
「
縣
西
北
七
里
。
一
名
百
門
山
。
…
…
」
と
あ
る
。

（
1
1
）
 
盧
華
語
『
唐
言
蚕
桑
緕
綱
研
究
』
「
唐
代
蚕
桑
締
綱
業
発
展
研
究
」
（
一
九

 
 
九
五
年
、
首
都
師
範
大
学
出
版
社
）
。

（
1
2
）
例
え
ば
、
小
林
太
市
郎
ほ
か
『
王
維
』
（
一
九
七
八
年
第
七
版
、
集
英

 
 
社
）
。

（
1
3
）
 
日
野
開
三
郎
『
唐
代
先
進
地
帯
の
荘
園
』
三
「
荘
園
の
資
産
構
成
」
H
「
土

 
 
地
」
A
「
土
地
の
地
目
別
考
察
」
（
4
）
「
桑
地
・
麻
地
」
（
一
九
八
六
年
、
自

 
 
家
出
版
。
以
下
の
引
用
も
こ
れ
に
同
じ
。
）
。
ま
た
「
桑
林
の
用
語
は
当
時
の

一 46 一



漠上の高適（上）

 
 
文
献
に
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。
」
と
し
て
高
草
詩
を
例
と
し
て
い
る
。

（
1
4
）
 
注
（
1
2
）
小
林
『
王
維
』
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
麻
沙
宋
本
『
王
右
丞
文
集
十

 
 
巻
』
を
底
本
と
し
て
「
白
日
桑
柘
外
」
に
作
り
、
「
白
々
と
し
た
太
陽
が
い
ち

 
 
め
ん
の
桑
畑
の
外
に
か
か
り
」
と
釈
す
が
、
や
は
り
こ
こ
は
桑
林
の
向
こ
う

 
 
に
太
陽
が
沈
ん
で
ゆ
く
光
景
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
 
大
室
幹
雄
『
遊
蕩
都
市
』
第
六
章
・
注
1
2
・
六
五
六
頁
（
一
九
九
六
年
、

 
 
三
省
堂
）
参
照
。

（
1
6
）
 
『
唐
人
行
第
録
』
自
序
（
一
九
六
二
年
、
中
華
書
面
）
。

（
1
7
）
 
こ
こ
で
私
が
コ
族
」
と
い
う
場
合
、
愛
宕
元
「
唐
墨
前
半
期
の
華
北
村

 
 
落
の
一
類
型
-
河
南
修
武
県
周
村
の
場
合
1
」
（
『
人
文
』
二
五
、
一
九
七
九

 
 
年
）
に
分
析
さ
れ
た
よ
う
な
同
族
村
落
の
一
族
を
、
そ
の
基
礎
に
想
定
し
て

 
 
い
る
。

（
1
8
）
 
溝
口
雄
三
『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
「
近
代
中
国
像
の
再
検
討
」
（
一
九
八

 
 
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
が
、
中
国
近
代
の
「
つ
な
が
り
の
公
（
共
同
性
）
」

 
 
を
論
じ
る
中
で
、
「
も
し
、
こ
の
つ
な
が
り
の
な
か
の
一
人
が
官
位
に
つ
い
た

 
 
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
人
の
官
僚
的
特
権
は
、
倫
理
的
に
い
っ
て
つ
な
が
り
に

 
 
共
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
き
の
宗
族
の
ゲ
マ

 
 
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
共
同
関
係
に
つ
い
て
い
う
と
、
彼
ら
が
聖
断
（
公
産
）

 
 
を
中
心
に
一
つ
な
が
り
に
な
る
な
か
に
は
、
そ
の
つ
な
が
り
の
な
か
か
ら
科

 
 
挙
合
格
者
を
輩
出
さ
せ
、
そ
の
官
僚
特
権
を
と
も
ど
も
に
共
有
し
あ
う
と
い

 
 
う
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
共
同
目
的
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
ゲ
マ
イ
ン
シ

 
 
ャ
フ
ト
的
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
の
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
共
同
性
が
宗
族
の

 
 
単
三
と
強
化
を
果
た
し
て
き
た
関
鍵
と
み
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
こ
と
を
、
早

 
 
急
と
は
承
知
し
つ
つ
も
ヒ
ン
ト
と
し
て
み
た
。

（
1
9
）
 
「
高
角
の
離
別
詩
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
学
志
』
蒙
号
、
一
九
八
九
年
間
・
「
高

 
 
適
の
不
遇
感
の
諸
相
」
（
『
山
口
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
、
一
九
九
三

 
 
年
）
。

（
2
0
）
 
詩
題
の
「
醇
三
檬
」
の
「
檬
」
に
つ
い
て
、
孫
氏
『
校
注
』
は
、
底
本
と

 
 
し
た
四
部
叢
刊
本
が
「
橡
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
文
苑
栄
華
』
（
巻
二
四
二
。

 
 
王
昌
齢
詩
と
し
て
採
る
）
・
『
唐
詩
所
』
（
川
口
は
未
見
）
・
『
全
唐
詩
』
（
巻
二

 
 
一
一
）
が
「
檬
」
と
作
る
の
に
従
い
校
訂
し
て
い
る
。
ま
た
「
郭
少
給
」
に

 
 
つ
い
て
は
、
『
栄
華
』
・
『
全
唐
詩
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
郭
微
」
・
「
郭
少
隠
微
」

 
 
と
す
る
。
郭
微
に
つ
い
て
は
、
開
元
十
二
年
の
進
士
で
王
維
の
友
人
で
あ
っ

 
 
た
祖
詠
に
「
家
園
夜
坐
寄
郭
微
」
（
『
全
唐
詩
』
巻
＝
二
一
）
が
あ
り
、
三
宝

 
 
年
間
に
夏
県
令
で
あ
っ
た
劉
脊
虚
に
「
送
韓
平
兼
寄
郭
微
」
（
『
全
唐
詩
』
巻

 
 
二
五
六
）
が
あ
る
。
高
適
量
の
郭
少
府
微
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
決
定
は
で

 
 
き
な
い
が
、
偶
然
か
、
高
適
詩
を
含
め
て
三
首
と
も
「
寄
」
せ
ら
れ
た
詩
で

 
 
あ
り
、
し
か
も
す
べ
て
郭
微
に
対
し
て
救
済
が
願
わ
れ
て
い
る
と
読
め
る
。

 
 
祖
詩
・
劉
詩
の
末
尾
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
引
け
ば
「
誰
念
窮
居
者
、
直
撃
嵯
陸

 
 
沈
。
」
・
「
般
勤
爲
傳
語
、
日
夕
念
二
手
。
兼
問
答
寄
書
、
書
中
復
達
否
。
」
で

 
 
あ
る
。

（
2
1
）
 
「
並
置
」
に
つ
い
て
は
、
中
島
敏
夫
・
斎
藤
茂
『
唐
詩
選
 
中
』
（
一
九
八

 
 
五
年
、
学
習
研
究
社
）
高
機
「
自
葡
北
開
」
の
注
釈
参
照
。
そ
こ
で
は
、
「
葡

 
 
北
」
は
蔚
門
の
北
で
は
な
い
か
と
し
、
「
葡
門
」
に
つ
い
て
は
、
①
居
庸
関
。

 
 
②
豊
州
難
所
葡
県
城
の
門
、
特
に
そ
の
北
門
。
③
蔚
州
治
所
斜
陽
県
外
の
門
、

 
 
特
に
そ
の
北
門
、
の
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
注
（
1
）
『
歴

 
 
史
地
図
集
』
は
、
居
庸
関
1
1
葡
門
と
す
る
。
ま
た
、
三
里
関
に
つ
い
て
は
日

 
 
比
野
丈
夫
「
居
庸
関
の
歴
史
地
理
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
研
究
』
所
収
、
一
九

 
 
七
七
年
、
同
朋
舎
出
版
）
に
詳
し
い
。

（
2
2
）
 
高
上
は
生
涯
に
二
度
、
燕
趙
の
地
を
訪
れ
て
お
り
、
二
度
目
（
第
二
次
葡

 
 
北
行
）
は
、
天
宝
八
載
に
砂
丘
子
尉
と
な
っ
た
翌
年
、
送
兵
の
任
務
を
帯
び

 
 
居
秦
野
を
越
え
て
受
章
軍
（
河
北
省
懐
来
県
東
南
）
に
赴
い
て
い
る
。

（
2
3
）
 
注
（
1
）
の
『
歴
史
地
図
集
』
・
平
氏
『
占
考
』
参
照
。
ま
た
王
卑
吝
『
高
適

 
 
琴
参
詩
選
』
（
一
九
八
七
年
、
三
聯
書
店
香
港
分
店
）
は
、
1
1
「
槍
言
路
」
を
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水
路
と
解
釈
し
、
当
時
運
河
が
河
北
の
通
県
ま
で
通
じ
て
い
た
と
述
べ
、
高

 
 
適
は
通
県
か
ら
山
東
の
臨
清
幽
（
山
東
省
臨
西
県
）
ま
で
水
路
を
取
り
、
次

 
 
に
臨
清
県
か
ら
郁
郵
ま
で
陸
路
を
取
っ
た
と
す
る
。
運
河
が
通
県
ま
で
通
じ

 
 
て
い
た
と
い
う
の
は
何
に
基
づ
く
の
か
、
ま
た
水
程
を
臨
清
県
ま
で
と
し
た

 
 
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
お
も
し
ろ
い
説
で
あ
る
。

（
2
4
）
 
ま
た
た
と
え
高
接
自
身
が
そ
の
経
営
の
主
体
で
は
な
く
と
も
、
彼
の
一
族

 
 
が
そ
れ
を
購
入
経
営
し
、
高
適
が
そ
こ
に
身
を
寄
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 
 
『
墨
守
書
』
本
伝
の
記
述
か
ら
見
て
こ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ

 
 
る
。

（
2
5
）
 
こ
こ
に
「
漠
上
酬
」
詩
を
系
配
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
劉

 
 
氏
年
譜
中
の
「
濠
州
」
は
、
衛
州
治
所
天
県
を
指
す
の
で
は
な
く
、
衛
州
衛

 
 
県
（
あ
る
い
は
羽
州
全
体
）
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
劉

 
 
氏
の
混
同
で
あ
ろ
う
。

（
2
6
）
 
〈
孫
〉
以
外
お
け
る
①
②
の
系
年
は
、
〈
院
〉
〈
王
〉
〈
彰
〉
と
も
に
、

 
 
①
②
未
系
年
。
〈
周
〉
は
、
①
開
元
九
年
、
長
安
で
の
作
、
②
開
元
二
一
一
年
、

 
 
第
一
次
葡
出
行
の
帰
途
の
作
。
〈
謳
〉
は
、
①
皇
軍
年
、
②
第
一
次
葡
北
行

 
 
の
帰
途
に
郡
螂
或
い
は
潴
州
渉
県
で
出
会
っ
た
醇
拠
か
ら
漠
上
に
寄
せ
ら
れ

 
 
た
詩
に
応
酬
し
た
（
開
元
年
間
の
）
作
。
〈
劉
〉
は
、
「
漠
上
酬
」
詩
を
開
元

 
 
二
一
年
の
作
、
つ
ま
り
①
②
以
前
に
系
年
し
、
①
は
天
宝
二
年
、
墨
書
で
の

 
 
作
品
、
②
は
、
三
宝
四
載
、
東
魯
で
の
作
と
す
る
。
〈
余
〉
は
、
①
未
系
年
、

 
 
②
開
元
二
二
年
、
第
一
次
葡
北
行
帰
途
、
尾
州
渉
県
で
の
作
。
な
お
、
〈
劉
〉

 
 
は
、
①
の
聖
書
理
由
と
し
て
、
『
箋
註
』
（
一
一
七
頁
）
に
お
い
て
、
詩
題
の

 
 
「
東
亭
」
を
「
同
李
司
倉
早
春
宴
唯
陽
東
亭
」
（
堂
廊
『
校
注
』
九
九
頁
）
の

 
 
そ
れ
と
同
じ
と
す
る
。
し
か
し
、
「
遠
遊
帳
不
樂
、
藪
賞
吾
道
警
。
」
と
「
明

 
 
河
帯
留
雁
、
野
火
連
荒
村
。
」
の
情
景
と
が
宋
州
（
1
1
碓
陽
）
の
作
と
す
る
に

 
 
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
②
を
東
魯
の
作
と
す
る
こ
と
に
つ

 
 
い
て
は
、
「
登
高
傭
槍
海
、
 
直
直
煎
霰
。
」
の
上
句
の
情
景
描
写
と
そ
ぐ
わ

 
 
ず
、
ま
た
韓
十
四
の
現
在
「
（
讃
書
取
細
動
、
）
作
吏
澹
海
沿
。
」
と
そ
ぐ
わ
な

 
 
い
。
ま
た
〈
調
〉
②
に
つ
い
て
は
、
詩
題
か
ら
、
墨
書
と
の
離
別
時
あ
る
い

 
 
は
そ
の
直
後
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
従
い
難
い
。
①
②
は
、
〈
孫
〉
・

 
 
〈
周
〉
②
・
〈
余
〉
②
に
従
い
、
第
一
次
葡
北
行
で
の
作
品
と
し
た
い
。
な

 
 
お
く
余
〉
は
②
に
つ
い
て
、
こ
の
時
醇
拠
が
渉
県
令
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、

 
 
そ
れ
に
は
後
の
醇
拠
の
伝
記
考
証
に
よ
り
、
従
わ
な
い
。

（
2
7
）
 
第
一
次
書
巻
行
を
失
意
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
〈
孫
〉
で
は
開

 
 
元
二
三
年
の
長
安
応
試
は
、
黒
米
に
お
い
て
章
済
も
し
く
は
宿
守
珪
の
推
薦

 
 
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
応
試
に
及
第
す
る
に
足
る
推
薦
を
受

 
 
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
解
釈
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
片
付
く
。

（
2
8
）
 
こ
の
詩
の
系
年
は
、
〈
院
〉
天
宝
元
年
、
十
年
前
は
在
宋
州
。
〈
彰
V
天

 
 
宝
五
言
、
十
年
前
は
三
州
を
中
心
に
活
動
。
〈
周
〉
〈
余
〉
天
三
六
載
。
約

 
 
十
年
前
の
開
元
二
一
二
年
～
二
六
年
は
在
長
安
。
い
つ
れ
も
十
年
前
は
漠
上
寓

 
 
居
の
時
期
と
隔
た
る
。
な
お
以
上
全
て
該
詩
を
東
平
で
の
作
と
す
る
。
〈
王
V

 
 
〈
謂
〉
未
豊
年
。
〈
劉
〉
天
宝
四
点
、
東
平
で
の
作
、
十
二
年
前
の
開
元
二

 
 
一
年
に
衛
県
に
立
ち
寄
る
。
〈
孫
2
＞
の
作
品
の
読
み
が
正
し
け
れ
ば
、

 
 
〈
孫
〉
〈
孫
2
＞
は
も
と
よ
り
、
〈
劉
〉
に
も
整
合
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
但
し
く
劉
〉
の
開
元
二
一
年
の
衛
県
立
ち
寄
り
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
述
べ

 
 
た
よ
う
に
従
わ
な
い
。

（
2
9
）
 
永
楽
県
は
『
新
唐
書
』
（
巻
三
九
）
地
理
志
三
で
は
「
次
畿
」
と
あ
る
の

 
 
で
、
そ
の
主
簿
は
、
礪
波
守
『
唐
代
政
治
社
会
史
研
究
』
「
古
代
百
官
表
」
（
一

 
 
九
八
六
年
、
同
朋
舎
出
版
）
に
よ
れ
ば
、
正
九
品
上
か
同
語
で
あ
ろ
う
。
ま

 
 
た
万
年
県
録
事
は
従
九
品
下
。

（
3
0
）
 
『
中
国
歴
史
地
図
集
 
第
一
冊
 
春
秋
時
期
』
で
は
、
號
略
を
河
南
省
嵩
県

 
 
付
近
に
比
定
し
て
お
り
、
茜
城
県
と
の
距
離
は
約
一
四
〇
㎞
と
な
っ
て
し
ま

 
 
う
。
〈
陳
〉
の
よ
う
に
墨
黒
を
霊
宝
県
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
茜
城
県
と
の

 
 
距
離
は
三
五
㎞
。
な
お
く
陳
V
の
比
定
は
、
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
（
巻
四
八
）
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河
南
三
・
陳
州
・
漿
寳
縣
・
洪
關
の
「
號
三
蓋
志
云
、
在
縣
南
百
里
。
元
至

 
 
元
八
年
、
履
號
州
、
井
題
号
略
縣
。
置
巡
司
於
此
。
今
因
之
。
」
と
い
う
記
事

 
 
に
よ
る
か
。
ち
な
み
に
注
（
1
）
『
中
華
人
民
共
和
国
地
図
集
』
で
は
、
「
霊
宝

 
 
（
號
略
）
」
と
記
載
し
て
い
る
。

（
3
1
）
 
四
年
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
築
山
治
三
郎
『
唐
代
政
治
制
度
の
研
究
』
第

 
 
五
章
「
官
僚
の
選
授
、
考
課
、
俸
禄
」
五
〇
四
頁
（
一
九
六
七
年
、
創
元
社
）

 
 
参
照
。
ま
た
運
算
が
、
永
楽
県
主
簿
を
四
年
満
期
つ
と
め
た
こ
と
は
、
注
（
3
2
）

 
 
参
照
。

（
3
2
）
 
醇
拠
の
そ
の
ほ
か
の
事
跡
に
つ
い
て
、
『
唐
才
子
野
島
箋
』
の
考
証
に
拠
り

 
 
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
『
磁
壁
』
は
、
韓
愈
「
國
子
助
教
河
東
醇

 
 
君
墓
誌
銘
」
・
『
封
遠
聞
見
記
』
（
既
引
）
・
常
衰
「
劒
南
節
度
判
官
崔
君
墓
誌

 
 
銘
」
「
夫
人
河
東
醇
氏
、
西
水
部
長
中
檬
之
女
瓦
。
」
（
『
全
唐
文
』
巻
四
二
〇
）

 
 
に
よ
り
、
五
五
は
、
河
東
（
蒲
州
治
河
東
県
（
山
西
省
永
済
県
西
）
）
の
人
で

 
 
あ
る
と
す
る
（
ち
な
み
に
河
東
県
は
、
蒲
州
永
楽
県
に
近
い
。
）
。
次
に
劉
長

 
 
卿
「
送
醇
捺
宰
渉
縣
（
題
下
注
：
自
判
樂
主
簿
防
状
、
尋
復
選
受
上
官
。
）
」

 
 
（
『
全
唐
詩
』
巻
一
五
〇
。
題
下
注
の
「
白
状
」
は
、
注
（
1
6
）
『
唐
人
行
第
二
』

 
 
「
醇
三
嫁
」
の
条
に
「
遷
粗
卑
状
也
」
と
釈
す
る
。
）
は
、
詩
題
よ
り
醇
拠
が

 
 
永
楽
県
主
簿
か
ら
潴
州
旗
県
令
に
赴
任
す
る
と
き
の
送
別
詩
で
あ
る
が
、
そ

 
 
の
中
に
「
…
…
一
士
薪
能
名
、
敷
載
猶
卑
位
。
早
牛
誠
可
用
、
烹
鮮
是
虚
棄
。

 
 
逸
聞
在
河
上
、
高
嶺
自
無
事
。
起
案
終
日
聞
、
蒲
鞭
上
人
畏
。
頃
因
歳
月
満
、

 
 
方
謝
風
塵
吏
。
…
…
」
と
あ
り
、
永
楽
県
は
黄
河
の
ほ
と
り
位
置
す
る
こ
と

 
 
か
ら
、
「
卑
位
」
「
在
河
上
」
は
、
永
楽
県
主
簿
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
、

 
 
ま
た
「
歳
月
満
」
は
、
主
簿
の
四
年
の
任
期
が
満
ち
た
こ
と
を
指
す
と
考
証

 
 
す
る
。
こ
の
考
証
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
醇
拠
は
、
永
楽
県
主
簿

 
 
の
次
に
、
渉
県
令
に
任
官
し
た
こ
と
に
な
り
、
渉
県
丞
に
は
な
っ
て
い
な
い

 
 
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
渉
県
丞
に
な
っ
た
と
す
る
『
唐
詩
即
事
』
の
記
述
は

 
 
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
3
）
 
た
だ
、
私
は
準
拠
が
開
元
二
二
年
に
永
楽
県
主
簿
で
あ
っ
た
と
す
る
の
を

 
 
否
定
は
し
な
い
が
、
醇
拠
の
開
元
十
九
年
の
登
第
と
永
楽
県
主
簿
へ
の
任
官

 
 
が
同
じ
年
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
黒
部
の
官

 
 
吏
任
用
試
験
受
験
は
、
礼
部
試
（
問
題
と
し
て
い
る
開
元
十
九
年
は
、
ま
だ

 
 
省
試
が
吏
部
主
持
で
あ
っ
た
）
合
格
後
、
次
年
度
以
後
（
妹
尾
達
彦
「
唐
代

 
 
の
科
挙
制
度
と
長
安
の
合
格
儀
礼
」
二
五
八
頁
、
『
律
令
制
-
中
国
朝
鮮
の
法

 
 
と
国
家
』
（
一
九
八
六
年
、
汲
古
書
院
）
所
収
）
あ
る
い
は
通
常
三
年
後
（
平

 
 
田
茂
樹
『
科
挙
と
官
僚
制
』
八
頁
・
四
二
頁
、
一
九
九
七
年
、
山
川
出
版
社
）

 
 
に
受
験
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
槻
木
正
「
博
学
宏
専
科
・
書
判
抜
葦
科
の
実
施

 
 
に
つ
い
て
一
「
循
資
格
」
を
手
懸
り
と
し
て
一
」
一
四
三
頁
（
『
関
西
大
学
法

 
 
学
論
集
』
三
七
一
四
、
一
九
八
七
年
）
は
「
官
途
に
身
を
置
く
あ
ら
ゆ
る
者

 
 
に
と
っ
て
待
選
は
必
須
で
あ
り
、
改
官
、
或
い
は
（
初
め
て
の
：
川
口
補
）

 
 
任
官
に
至
る
ま
で
に
相
当
の
年
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
お
り
、
進

 
 
士
及
第
と
同
年
に
永
楽
主
簿
に
な
っ
た
と
す
る
の
に
は
な
お
考
慮
が
必
要
と

 
 
さ
れ
よ
う
。
ま
た
劉
海
峰
『
王
代
教
育
与
選
挙
制
度
綜
論
』
第
五
章
「
唐
代

 
 
的
科
挙
出
身
与
鐙
選
入
仕
」
＝
○
、
一
頁
（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）

 
 
参
照
。
す
く
な
く
と
も
、
前
掲
の
【
引
用
史
料
】
か
ら
は
、
醇
拠
の
進
士
科

 
 
登
第
と
永
楽
主
簿
の
任
官
と
が
同
じ
年
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
な

 
 
お
、
吏
卓
論
は
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
日
に
か
け
て
早
な
わ

 
 
れ
、
そ
の
後
、
門
下
省
で
の
審
査
を
経
て
、
正
式
の
辞
令
が
発
行
さ
れ
る
（
鳥

 
 
谷
弘
昭
「
唐
代
の
「
選
限
」
に
つ
い
て
」
、
『
吉
田
寅
先
生
古
稀
記
念
ア
ジ
ア

 
 
史
論
集
』
（
一
九
九
七
年
、
東
京
法
令
出
版
）
所
収
）
。

（
3
4
）
 
但
し
、
醇
拠
が
赴
任
し
た
永
楽
県
が
も
う
一
つ
の
易
州
永
楽
県
（
河
北
省

 
 
満
城
県
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
だ
け
は
解
決
す
る
が
、
「
漠
上
気
」
詩

 
 
の
「
奪
略
」
や
注
（
3
2
）
劉
長
卿
「
送
公
法
宰
渉
縣
」
の
「
在
河
上
」
と
矛
盾

 
 
し
て
し
ま
う
の
で
従
え
な
い
。

（
3
5
）
 
こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
「
醇
侯
」
の
「
侯
」
で
あ
る
。
気
慰
詩
の
他
の
用
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例
で
は
、
人
を
呼
ぶ
と
き
の
「
侯
」
は
、
「
贈
別
沈
四
聖
人
」
（
一
五
五
頁
）

 
 
の
一
例
を
除
い
て
、
官
人
あ
る
い
は
も
と
官
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
 
こ
こ
で
は
進
士
科
受
験
資
格
獲
得
者
を
官
人
同
等
と
見
倣
し
敬
意
を
込
め
て

 
 
「
侯
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
6
）
 
こ
う
い
つ
て
し
ま
え
ば
元
も
子
も
な
く
な
る
の
だ
が
、
「
同
値
四
」
詩
・
「
酬

 
 
別
醇
三
」
詩
の
「
醇
三
」
が
醇
拠
で
は
な
い
可
能
性
も
否
定
は
で
き
ま
い
。

 
 
た
だ
注
（
1
6
）
『
唐
人
行
第
録
』
で
は
「
醇
三
」
は
醇
拠
の
み
で
あ
る
の
で
、

 
 
醇
拠
と
考
え
て
検
討
し
て
み
た
。

（
3
7
）
 
第
一
次
葡
早
行
の
時
期
に
つ
い
て
、
諸
年
譜
の
ほ
か
、
傅
瑛
珠
「
高
適
年

 
 
譜
中
的
幾
個
問
題
」
（
傅
瑛
珠
『
唐
代
詩
人
叢
考
』
（
一
九
八
○
年
、
中
華
書

 
 
局
）
所
収
）
は
開
元
十
九
年
～
二
〇
年
と
す
る
。

（
3
8
）
 
残
念
な
が
ら
「
燕
歌
行
」
が
評
価
を
得
て
い
た
と
す
る
同
時
代
的
史
料
を

 
 
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
股
瑠
『
河
山
英
璽
集
』
（
巻
上
）
高
等
・

 
 
小
伝
の
「
適
業
多
胸
臆
語
、
兼
有
荒
骨
。
故
朝
野
通
念
其
文
、
至
如
燕
歌
行

 
 
親
告
、
甚
好
奇
句
。
」
と
い
う
記
事
が
「
燕
歌
行
」
の
同
時
代
評
価
を
伝
え
て

 
 
い
る
こ
と
と
、
こ
の
作
品
が
『
河
嶽
英
書
集
』
（
巻
上
、
彼
の
詩
は
十
三
首
を

 
 
採
る
）
、
章
荘
『
又
玄
集
』
（
巻
上
）
、
後
蜀
・
章
穀
『
才
調
集
』
（
巻
三
、
共

 
 
に
こ
の
詩
の
み
を
採
る
）
と
い
う
唐
人
選
唐
詩
に
載
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

 
 
傍
証
と
な
ろ
う
。
な
お
中
沢
希
男
「
唐
人
選
唐
詩
考
」
（
『
群
馬
大
学
教
育
学

 
 
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
』
二
二
、
一
九
七
三
年
）
は
、
『
河
嶽
英
憲

 
 
集
』
を
建
中
以
後
（
七
八
○
～
）
の
編
と
す
る
。
遅
く
と
も
晩
唐
に
は
「
燕

 
 
歌
行
」
を
高
光
の
代
表
作
と
見
な
す
考
え
方
が
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

（
3
9
）
李
畠
に
つ
い
て
は
算
文
生
「
李
畠
伝
初
探
」
（
『
太
田
進
先
生
退
休
記
念
中

 
 
国
文
学
論
集
』
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
4
0
）
 
な
お
、
漠
上
寓
居
時
期
の
終
結
に
つ
い
て
は
確
た
る
根
拠
を
提
出
す
る
準

 
 
備
が
な
い
が
、
作
品
の
数
か
ら
推
測
し
て
、
あ
し
か
け
数
年
を
越
え
な
い
と

 
 
考
え
る
。

（
4
1
）
 
「
王
維
前
期
事
 
新
地
」
三
八
三
、
四
頁
・
「
受
光
義
和
他
的
田
園
詩
」
三

 
 
六
九
頁
（
葛
著
『
漢
唐
文
学
的
互
変
』
（
一
九
九
〇
年
、
北
京
大
学
出
版
社
）

 
 
所
収
）
・
「
盛
唐
田
園
詩
和
文
人
的
隠
居
方
式
」
九
六
頁
（
葛
著
『
帝
国
高
潮

 
 
与
盛
唐
文
化
』
（
一
九
九
八
年
、
北
京
大
学
出
版
社
）
所
収
）
。
な
お
王
維
の

 
 
…
浜
上
寓
居
は
、
例
え
ば
他
の
説
で
は
、
入
谷
仙
介
『
王
民
研
究
』
「
王
維
年
譜
」

 
 
（
一
九
七
六
年
、
創
文
社
）
は
開
元
十
四
年
～
二
二
年
の
放
浪
生
活
の
あ
る

 
 
時
期
、
張
精
華
『
露
盤
年
譜
』
（
一
九
八
八
年
、
学
林
出
版
社
）
は
開
元
十
五
・

 
 
十
六
年
に
小
官
と
し
て
、
陳
鉄
民
『
王
維
集
校
注
』
「
王
維
年
譜
」
（
一
九
九

 
 
七
年
、
中
華
書
局
）
は
開
元
十
五
年
に
官
吏
と
し
て
、
十
六
年
は
隠
棲
、
と

 
 
し
て
い
る
。

（
4
2
）
 
注
（
4
1
）
「
盛
唐
田
園
詩
…
…
」
九
八
頁
。

（
4
3
）
 
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
五
郎
表
』
運
漕
・
巻
九
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

 
 
所
専
下
之
三
十
六
、
一
九
五
六
年
）
に
よ
る
。

（
4
4
）
 
注
（
3
3
）
槻
木
論
文
＝
一
四
頁
に
は
「
循
資
格
は
、
現
任
を
罷
め
て
か
ら
の

 
 
年
数
を
計
算
し
、
長
く
待
っ
た
者
か
ら
順
次
授
疑
し
て
い
く
こ
と
を
定
め
た

 
 
量
子
制
度
で
あ
る
。
こ
の
一
見
甚
だ
公
平
な
制
度
も
、
そ
の
内
実
に
於
い
て

 
 
は
年
数
の
多
寡
を
唯
一
の
二
曲
基
準
と
す
る
た
め
必
然
的
に
賢
・
不
肖
の
選

 
 
別
は
度
外
視
さ
れ
、
結
果
的
に
賢
才
を
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
欠
陥
を
抱
え
て

 
 
い
た
。
」
（
傍
点
：
川
口
）
と
あ
る
。

（
4
5
）
 
注
（
3
3
）
槻
木
論
文
一
四
二
・
一
四
八
頁
に
よ
れ
ば
、
循
資
格
の
実
施
は
、

 
 
開
元
十
九
年
か
ら
二
一
年
冬
あ
る
。

（
4
6
）
 
周
道
済
『
漢
唐
宰
相
制
度
』
「
無
産
宰
相
年
表
」
（
一
九
七
八
年
、
大
化
書

 
 
局
）
に
よ
る
。

（
4
7
）
 
『
登
科
記
考
』
（
巻
八
）
開
元
二
三
年
の
条
に
は
、
『
善
唐
書
』
（
巻
八
）
玄

 
 
宗
本
紀
上
、
『
幡
羅
元
亀
』
（
巻
六
四
五
）
貢
黒
部
・
科
目
、
『
唐
大
詔
令
集
』

 
 
を
典
拠
に
次
の
記
事
を
載
せ
る
。
「
正
月
乙
亥
、
籍
田
禮
畢
、
大
赦
天
下
。
詔

 
 
日
、
毎
渇
賢
良
、
無
忘
豊
昧
、
頃
錐
虚
停
、
未
副
勇
求
。
其
或
才
望
王
覇
之
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略
、
市
電
天
人
之
際
、
知
勇
鎮
子
帥
之
選
、
政
画
題
牧
戸
之
墾
者
、
五
品
已

 
 
上
清
官
及
軍
將
・
都
督
・
刺
史
各
墾
一
人
。
」
開
元
二
一
二
年
の
科
挙
は
、
進
士

 
 
科
の
ほ
か
に
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
王
覇
科
・
智
謀
將
帥
科
・
牧
宰
科
が
行

 
 
な
わ
れ
て
い
る
。
高
森
が
ど
の
科
に
応
じ
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
第

 
 
一
次
葡
北
奇
中
に
推
薦
を
う
け
て
、
三
つ
の
乱
立
の
い
つ
れ
か
を
受
験
し
た

 
 
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
広
角
で
あ
る
の
で
、
す
ぐ
あ
と
に
論
ず
る
、
知
貢
挙

 
 
が
誰
で
あ
る
か
は
直
接
的
に
は
関
係
な
い
が
、
政
治
情
勢
が
高
適
の
合
格
に

 
 
と
っ
て
有
利
か
不
利
か
と
い
う
、
大
き
な
流
れ
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

（
4
8
）
 
注
（
3
3
）
槻
木
論
文
の
注
（
1
2
）
は
「
循
資
格
は
、
新
出
身
を
も
対
象
と
す
る

 
 
と
考
え
る
。
」
と
す
る
。
ま
た
高
適
の
受
験
し
た
制
科
も
、
循
資
格
廃
止
に
よ

 
 
っ
て
風
向
き
が
よ
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
4
9
）
 
「
黒
雲
”
文
儒
”
的
形
成
和
復
古
思
潮
的
濫
膓
」
二
八
五
頁
（
注
（
4
1
）
『
詩

 
 
国
高
潮
…
…
』
所
収
）
。
な
お
、
二
つ
の
ピ
ー
ク
の
進
士
科
合
格
者
と
し
て
、

 
 
『
登
科
記
考
』
に
よ
れ
ば
、
十
四
年
に
は
、
儲
光
義
・
崔
国
輔
・
棊
母
潜
、

 
 
十
五
年
は
王
昌
齢
・
摺
沢
（
巻
七
）
、
二
二
年
は
顔
真
卿
、
二
三
年
目
質
至
・

 
 
李
順
・
瀟
頴
士
・
長
年
（
積
工
）
の
名
が
著
名
な
も
の
と
し
て
見
え
る
。

（
5
0
）
 
斐
耀
卿
は
、
関
朧
系
貴
族
の
出
身
（
『
世
界
歴
史
大
系
中
国
史
2
』
第
五
章

 
 
「
唐
」
愛
宕
元
「
1
唐
代
前
期
の
政
治
」
三
四
五
・
六
頁
。
一
九
九
六
年
、

 
 
山
川
出
版
社
）
で
、
む
し
ろ
李
林
甫
派
と
す
る
説
さ
え
あ
る
（
布
目
豊
里
ほ

 
 
か
『
中
国
の
歴
史
4
階
唐
帝
国
』
＝
二
六
頁
。
一
九
七
四
年
、
講
談
社
）
。
注

 
 
（
4
9
）
葛
論
文
は
、
斐
華
々
が
張
説
に
引
き
立
て
ら
れ
た
と
す
る
が
、
何
に
よ

 
 
る
の
か
未
詳
。
あ
る
い
は
『
新
唐
事
』
（
巻
一
二
七
）
本
伝
に
記
す
、
玄
宗
の

 
 
張
説
に
対
す
る
斐
耀
卿
推
薦
の
言
葉
が
き
っ
か
け
で
、
済
州
刺
史
か
ら
宣
州

 
 
刺
史
へ
と
栄
転
し
た
と
い
う
記
事
に
よ
る
か
。
な
お
済
州
は
『
通
典
』
（
巻
一

 
 
八
○
）
州
禁
固
・
楽
楽
郡
に
コ
 
三
食
八
千
五
百
十
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の

 
 
等
級
は
『
大
唐
六
典
』
（
巻
三
〇
）
に
よ
れ
ば
中
州
。
宣
州
は
『
新
撰
書
』
（
巻

 
 
四
一
）
地
理
志
五
で
は
「
望
」
。

（
5
1
）
 
注
（
4
1
）
入
谷
『
藍
鼠
研
究
』
第
三
章
「
済
州
」
一
二
三
頁
・
第
五
章
「
右

 
 
拾
遺
」
一
七
三
頁
。

（
5
2
）
 
こ
こ
で
、
高
師
と
二
三
年
掛
宰
相
張
九
平
・
斐
耀
卿
と
の
関
係
を
見
て
お

 
 
く
と
、
張
九
齢
と
は
直
接
交
遊
の
史
料
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
天
宝
八
載
、

 
 
張
九
齢
の
弟
で
唯
西
郡
太
守
で
あ
っ
た
張
九
皐
の
推
薦
に
よ
り
有
道
科
に
挙

 
 
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
李
林
甫
が
専
横
し
て
い
た
た
め
陳
留
郡
封
丘
県
尉
と

 
 
な
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
『
奮
罫
書
』
（
巻
一
一
一
）
高
適
量
参
照
。
次
に

 
 
斐
耀
卿
と
の
関
係
は
、
①
『
薔
唐
書
』
（
巻
九
八
）
『
新
唐
鋤
』
（
巻
一
二
七
）

 
 
斐
耀
卿
傳
・
『
資
治
通
鑑
』
遺
書
一
三
に
よ
れ
ば
、
斐
垂
垂
は
、
開
元
二
〇

 
 
年
、
河
東
・
河
北
行
軍
副
大
総
管
信
安
王
李
緯
の
副
魚
鋤
と
し
て
、
案
・
契

 
 
丹
を
伐
っ
て
お
り
、
高
適
に
は
こ
の
時
の
作
「
信
安
王
幕
府
詩
井
序
」
（
二
八

 
 
頁
）
が
あ
る
。
詩
の
献
呈
対
象
者
を
記
し
た
序
に
は
、
，
斐
耀
卿
の
名
前
は
出

 
 
て
こ
な
い
が
、
引
き
立
て
を
求
め
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少

 
 
な
く
と
も
全
く
の
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
想
像
で
き
な
い
。
②
高
適
「
酬
斐

 
 
員
外
以
遠
代
書
」
（
二
五
六
頁
）
が
あ
り
、
〈
孫
〉
〈
周
〉
と
も
に
乾
元
二
年

 
 
（
七
五
九
）
秋
、
彰
州
で
の
作
品
と
す
る
。
孫
氏
『
校
注
』
・
〈
周
〉
は
、
斐

 
 
員
外
1
1
迂
生
と
し
て
い
る
（
考
証
は
、
二
黒
に
譲
る
）
。
こ
の
斐
覇
に
つ
い
て

 
 
は
、
『
新
唐
書
』
（
巻
七
一
上
）
宰
相
世
系
表
一
上
・
南
來
雲
量
に
、
南
斉
の

 
 
南
売
州
刺
史
で
、
一
族
の
出
身
地
で
あ
る
北
方
に
帰
り
、
「
南
來
唯
唯
」
と
号

 
 
し
て
後
魏
に
仕
え
た
斐
叔
業
の
子
孫
に
、
自
費
卿
が
お
り
、
ま
た
叔
業
の
弟
・

 
 
令
宝
の
一
族
か
ら
斐
覇
が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
幡
羅
卿
と
斐
覇
は
、
先
祖

 
 
を
同
じ
く
す
る
遠
い
親
戚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
酬
斐
員
外
」
詩
の
内
容

 
 
は
、
高
適
の
人
生
略
歴
で
あ
る
が
、
初
め
の
部
分
に
第
一
次
蔚
北
行
に
お
け

 
 
る
斐
覇
と
の
交
遊
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
こ
ろ
の
斐
覇
の
事
跡
は
つ

 
 
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
高
適
と
張
九
回
・
斐
耀
卿
の
関
係

 
 
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
二
三
年
の
落
第
の
に
影
響
し
て
い
る

 
 
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
5
3
）
 
注
（
4
2
）
「
盛
唐
田
園
詩
…
…
」
九
七
頁
。

（
5
4
）
 
「
東
郡
」
は
、
葛
氏
論
文
の
用
語
ま
ま
。
滑
州
（
階
の
東
郡
）
を
指
す
と
考

 
 
え
て
よ
か
ろ
う
。

（
5
5
）
 
葛
氏
は
「
岐
王
範
」
と
す
る
が
、
間
違
い
。
『
奮
唐
書
』
（
巻
九
五
）
容
宗

 
 
諸
子
傳
に
よ
れ
ば
、
衛
州
刺
史
・
號
州
刺
史
と
な
っ
た
の
は
、
範
で
は
な
く

 
 
業
で
あ
る
。

〔
補
注
〕
な
お
『
奮
唐
書
』
に
時
代
の
近
い
伝
記
資
料
と
し
て
、
『
河
嶽
英
塞
集
』

 
 
（
巻
上
）
高
適
・
小
伝
と
『
新
唐
書
』
（
巻
一
四
三
）
本
伝
が
挙
げ
ら
れ
る

 
 
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
評
事
性
拓
落
、
不
拘
小
節
。
恥
預
常
科
、
隠
 
博
徒
、
才

 
 
名
自
遠
。
…
…
」
と
「
少
落
魂
、
不
治
生
事
。
客
梁
宋
間
、
宋
州
刺
史
張
九

 
 
皐
奇
之
、
學
有
道
科
中
第
、
調
封
丘
尉
、
…
…
」
と
あ
り
、
「
家
貧
」
と
い
う

 
 
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
ま
た
「
落
魂
」
に
は
、
「
窮
困
失
意
」
・
「
放
蕩
不
羅
」

 
 
（
『
漢
語
大
詞
典
』
）
の
意
味
が
あ
る
が
、
「
不
治
生
事
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、

 
 
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
と
考
え
る
。
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